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一

　

纏
足
解
放
と
女
性
解
放

　

纏
足
女
性
は
本
営
に
「
快
楽
」
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

楊
念
群
は
纏
足
を
論
じ
た
文
章
の
冒
頭
で
こ
の
よ
う
な
問
い
を
登
し
、
敷
年
前
で
あ
れ
ば
た
ち
ま
ち
質
問
や
罵
聾
が
飛
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
述

べ
た
。
被
害
者
と
し
て
の
女
性
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
五
四
時
期
の
男
性
知
識
人
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
女
性
は
彼
ら
が
打
倒
し
よ
う
と
し
た

封
建
制
の
最
大
の
被
害
者
で
あ
り
、
同
時
に
帝
國
主
義
列
強
に
犯
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
國
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
も
あ
っ
た
。
女
性
の
歴
史
は
過
去

を
否
定
す
る
こ
と
で
現
在
の
政
権
を
正
常
化
し
、
ま
た
現
状
を
否
定
す
る
こ
と
で
改
革
の
必
要
性
を
示
し
た
。
そ
れ
は
富
初
か
ら
國
家
と
結
び

つ
き
、
女
性
の
解
放
は
民
族
・
國
家
の
解
放
の
前
提
あ
る
い
は
結
果
と
考
え
ら
れ
た
。
李
滓
珍
か
中
華
民
國
建
國
三
〇
年
に
あ
た
る
一
九
四
一

年
に
過
去
三
〇
年
の
女
性
運
動
を
振
り
返
つ
た
な
か
で
、
「
中
國
女
性
運
動
は
中
華
民
國
と
と
も
に
誕
生
し
た
」
と
記
し
た
の
は
そ
の
一
例
と

い
え
よ
う
。
中
華
民
國
に
お
い
て
女
性
解
放
は
解
決
し
つ
つ
あ
る
問
題
で
あ
っ
た
が
、
中
華
人
民
共
和
國
に
お
い
て
そ
れ
は
す
で
に
解
決
さ
れ
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た
問
題
に
な
っ
た
。
一
九
四
九
年
に
女
性
は
「
解
放
」
さ
れ
た
と
い
う
共
産
黛
の
女
性
解
放
榊
話
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
批

　
　

判
を
浴
び
る
よ
う
に
な
忖

ｙ

そ
の
有
敗
性
は
多
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
以
前
の
女
性
像
は
い
ま
な
お
根
強
く
生
き
績
け
て
い
る
。

　
　
　

ド
ロ
シ
ー
・
コ
ー
は
封
建
的
、
家
父
長
的
、
抑
歴
的
な
「
中
國
の
傅
統
」
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
五
四
文
化
運
動
、
共
産
黛
革
命
、
西
洋

　
　

の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
が
交
差
し
た
結
果
で
あ
る
と
し
、
平
板
な
「
傅
統
」
的
女
性
像
を
塗
り
替
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
彼
女
の
纏
足
研
究

　
　

も
そ
の
一
環
で
あ
る
。
彼
女
は
「
晒
習
」
に
既
め
ら
れ
た
纏
足
を
再
び
「
文
化
」
と
し
て
再
評
價
し
た
。
纏
足
と
は
、
「
小
さ
な
足
」
で
あ
る

　
　

よ
り
「
靴
」
で
あ
り
、
モ
ノ
で
あ
る
よ
り
言
説
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
長
年
に
わ
た
っ
て
各
地
域
で
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
纏
足
文
化
の
多
様
性
を

　
　

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
我
々
が
纏
足
に
た
い
し
て
持
つ
お
そ
る
べ
き
軍
調
な
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
破
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
王
萍
は
主
に
文
學

　
　

作
品
を
素
材
に
、
心
理
面
か
ら
纏
足
文
化
の
豊
か
さ
を
描
き
出
し
、
フ
レ
ッ
ド
ー
ブ
レ
イ
ク
は
女
兄
が
纏
足
を
通
じ
て
儒
教
祀
會
の
な
か
で
女

　
　

性
性
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
分
析
し
た
。
ヒ
ル
ー
ゲ
イ
ツ
は
多
数
の
纏
足
女
性
に
對
す
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
通
し
て
、
纏
足
と
努
働
の
開
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　

を
見
直
し
、
非
エ
リ
ー
ト
女
性
の
纏
足
の
世
界
を
披
渥
し
た
。
中
國
で
も
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
纏
足
を
再
評
價
す
る
研
究
が
現
れ
て
き
た
。
8
9

　
　

楊
興
梅
は
纏
足
か
ら
天
足
へ
の
愛
化
を
審
美
観
の
愛
化
と
み
て
纏
足
の
美
を
肯
定
し

管
冒
頭
に
畢
げ
た
楊
念
群
も
あ
る
時
代
に
お
い
て
纏
足

　

一

　
　

が
審
美
の
功
能
と
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
べ
き
だ
と
提
言
し
、
現
在
の
道
徳
的
、
政
治
的
價
値
観
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
述

　
　

べ
る
。
日
本
で
は
坂
元
ひ
ろ
子
が
コ
ー
の
議
論
に
よ
り
な
が
ら
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
し
て
の
纏
足
を
と
ら
え
、
そ
の
愛
化
を
追
っ
た
。

　
　
　

纏
足
は
封
建
的
抑
歴
の
象
徴
と
し
て
格
好
の
對
象
で
あ
り
、
そ
の
解
放
の
過
程
は
太
平
天
國
と
な
ら
ん
で
近
代
女
性
解
放
運
動
の
幕
開
け
を

　
　

飾
る
重
要
な
出
爽
事
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
も
し
纏
足
が
抑
歴
で
は
な
く
豊
か
な
文
化
を
表
徴
す
る
と
し
た
ら
、
ま
た
女
性
が
主
鐙
的
に
纏
足

　
　

文
化
に
參
輿
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
「
女
性
解
放
」
と
い
う
軍
純
な
圖
式
で
纏
足
の
解
放
過
程
を
と
ら
え
る
の
は
あ
ま
り
に
一
面
的
で
は
な
い

　
　

か
。
賓
際
、
こ
れ
ま
で
纏
足
解
放
の
過
程
を
女
性
解
放
運
動
の
歴
史
と
み
る
こ
と
で
、
多
く
の
側
面
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
「
纏
足
解
放
運

　
　

動
史
」
に
お
い
て
、
纏
足
解
放
の
様
々
な
試
み
は
纏
足
慶
絶
へ
と
収
斂
す
る
一
つ
の
方
向
性
を
も
っ
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
な
る
ほ

2
6
5

　

ど
出
来
事
を
並
べ
て
「
成
果
」
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
み
れ
ば
そ
う
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
虚
心
に
眺
め
れ
ば
、
女
性
解
放
と
い
う
枠



6
6

　

組
み
だ
け
で
説
明
し
き
れ
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
買
仲
が
の
ち
に
「
戊
戌
前
は
個
人
運
動
で
あ
り
戊
戌
以
降
は
團
膿
運
動
で
あ
っ
た
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
纏
足
解
放
運
動
は
戊
戌
維
新
期
に
は
じ
め
て
組
織
的
な
運
動
に
な
っ
た
。
解
放
史
観
で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う

な
形
で
纏
足
解
放
逐
動
か
展
開
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
生
ま
れ
な
い
。
纏
足
解
放
運
動
の
廣
が
り
は
必
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
首
説
明
を
要

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

戊
戌
維
新
期
の
纏
足
解
放
運
動
を
扱
っ
た
研
究
は
多
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
そ
れ
を
女
性
解
放
運
動
と
み
な
し
、
技
述
は
大
同
小
異
で
あ
る
。

そ
の
中
で
張
鳴
の
研
究
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
彼
は
戊
戌
維
新
期
の
纏
足
解
放
運
動
か
徹
頭
徹
尾
男
性
の
運
動
で
あ
り
、
男
性
中
心
主
義
に

裏
付
け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
烈
婦
を
顧
彰
す
る
か
た
わ
ら
纏
足
解
放
を
唱
え
た
維
新
派
人
士
は
、
國
家
に
對
す
る
責
任
を
女
性
に
韓
嫁
し
、

女
性
を
生
育
と
生
産
の
道
具
と
み
な
し
か
。
戊
戌
維
新
期
の
い
わ
ゆ
る
女
性
解
放
運
動
は
、
國
家
に
奉
仕
す
る
「
賢
妻
良
母
」
の
創
出
を
目
指

す
も
の
で
あ
り
、
女
性
に
新
た
な
束
縛
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
張
鳴
は
纏
足
解
放
に
女
性
を
解
放
す
る
側
面
が
全
く
な
か
っ
た
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
問
題
は
こ
れ
ま
で
女
性
解
放
と
い
う
側
面
か
ら
し
か
纏
足
解
放
が
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
鮎
に
あ
る
。
た
だ
し
張
鳴
か

天
足
會
を
論
じ
て
い
な
い
の
は
大
き
な
訣
脆
で
あ
る
。
男
／
女
の
開
係
だ
け
で
な
く
中
國
／
西
洋
と
い
う
開
係
を
考
慮
に
入
れ
な
い
と
、
不
纏

足
連
動
の
本
質
は
見
え
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

康
有
鶏
と
不
裏
足
會

　

歴
代
の
知
識
人
が
纏
足
を
批
判
し
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
人
々
の
心
の
中
に
く
す
ぶ
っ
て
い
た
纏
足
に
對
す
る
批
判
は
時
と

し
て
浮
か
び
上
が
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
文
字
に
残
さ
れ
る
機
會
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
纏
足
の
盛
行
の
ま
え
に
は
無
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
纏

足
を
批
判
す
る
文
章
が
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
纏
足
に
批
判
的
な
人
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
清
末
の
状
況
に
基
づ
け
ば
、

纏
足
に
反
對
す
る
知
識
人
の
暦
が
あ
る
程
度
の
厚
み
を
持
っ
て
持
績
し
、
徐
々
に
攘
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
纏
足
解

放
運
動
の
受
け
皿
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

-
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清
代
の
纏
足
批
判
は
同
時
代
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
後
世
の
纏
足
解
放
運
動
に
對
し
て
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。

纏
足
解
放
史
の
叙
述
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
批
判
は
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
戊
戌
維
新
期
の
纏
足
反
對
論
の
な
か
で
引
用
さ
れ
た
形
跡
は
ほ

　
　
　
　
　

（
1
8
）

と
ん
ど
な
い
。
纏
足
が
中
國
の
積
弱
を
招
き
民
族
・
國
家
を
滅
亡
に
至
ら
し
め
る
元
凶
で
あ
る
と
し
た
梁
啓
超
の
議
論
は
、
銭
泳
の
議
論
と
よ

く
似
て
は
い
る
か
賓
は
全
く
違
う
も
の
で
あ
る
。
銭
泳
は
纏
足
と
王
朝
の
興
亡
と
を
結
び
つ
け
、
女
性
の
纏
足
が
生
ま
れ
て
く
る
子
供
に
悪
影

響
を
輿
え
る
こ
と
を
指
摘
し
心
０
　
銭
泳
に
お
い
て
纏
足
は
王
朝
の
衰
亡
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
梁
啓
超
に
お
い
て
そ
れ
は
民
族
・
國
家

の
滅
亡
を
も
た
ら
す
。
戊
戌
維
新
期
の
纏
足
批
判
に
は
そ
れ
以
前
の
も
の
と
は
全
く
異
な
る
論
理
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
宣
教

師
や
中
國
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
議
論
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

纏
足
禁
止
を
含
む
太
平
天
國
の
女
性
政
策
は
、
そ
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
全
穀
と
し
て
肯
定
的
評
價
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
Ｉ

　
　

方
で
、
太
平
天
國
に
よ
る
纏
足
禁
止
は
努
働
力
獲
得
の
た
め
の
唐
急
措
置
で
あ
っ
て
、
正
式
な
禁
令
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
の
見
解
も
あ
る
。

　
　

一

　
　

後
世
の
研
究
者
の
評
價
は
さ
て
お
き
、
清
末
に
纏
足
解
放
運
動
を
推
進
し
た
知
識
人
だ
ち
か
ら
み
れ
ば
、
太
早
天
國
は
決
し
て
肯
定
的
に
と
ら

　

9
1

　
　

え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
太
平
天
國
の
事
跡
に
鯛
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
黄
浬
憲
は
「
張
献
忠
の
酷
、
趾
を
創
り
以
て
天
山
を

　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
1
）

　
　

像
り
、
洪
秀
全
の
惨
、
足
を
聯
べ
て
以
て
人
燭
を
作
る
」
と
逍
べ
、
四
川
で
女
性
の
纏
足
を
切
断
し
、
そ
れ
を
集
め
て
山
に
し
、
「
金
蓮
峯
」

　
　

と
名
づ
け
た
と
い
う
張
猷
忠
と
並
べ
て
論
じ
て
い
る
。
清
末
の
纏
足
解
放
運
動
の
営
事
者
た
ち
は
自
ら
の
運
動
を
太
早
天
國
の
延
長
線
上
に
置

　
　

い
て
い
な
か
っ
た
。
太
平
天
國
は
結
果
的
に
纏
足
解
放
を
促
進
し
た
側
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
纏
足
の
解
放
者
と
し
て
よ
り
は
迫
害
者

　
　

と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

光
緒
九
年
（
一
八
八
三
）
、
康
有
鶏
が
不
裏
足
會
を
設
立
し
た
。
康
有
焉
は
自
ら
「
賓
に
中
國
の
不
纏
足
會
の
始
め
と
な
す
」
と
こ
の
壮
畢
を

　
　

自
讃
し
、
後
世
の
研
究
者
も
纏
足
解
放
運
動
史
上
の
記
念
碑
的
出
来
事
と
し
て
言
及
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
不
裏
足
會
が
い
つ
設
立
さ
れ
た
か

　
　

と
い
う
基
本
的
な
事
柄
に
つ
い
て
さ
え
、
研
究
者
た
ち
の
意
見
は
一
致
し
て
い
な
い
。
鮑
家
鱗
は
「
民
國
紀
元
前
三
十
年
（
西
元
一
八
八
一

７

　
　
　
　
　
　
　

（
2
2
）

2
6

　

年
）
」
と
す
る
。
そ
の
典
櫨
は
陳
東
原
『
中
國
婦
女
生
活
史
』
と
小
野
和
子
「
清
末
の
婦
人
解
放
思
想
」
で
あ
る
が
、
陳
は
「
光
緒
八
年
（
民
國



6
8

　

前
三
〇
）
」
と
し
小
野
は
光
緒
九
年
と
し
て
い
る

左
君
や
陳
三
井
も
光
緒
八
年
＝
一
八
八
二
年
説
を
と
る
が
、
典
攘
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

戚
世
皓
は
一
八
八
二
年
に
不
纏
足
會
設
立
を
圖
つ
だ
が
一
八
九
四
年
に
よ
う
や
く
結
成
さ
れ
た
と
記
す
。
光
緒
九
年
＝
一
八
八
三
年
説
を
と
る

研
究
は
非
常
に
多
い
が
、
典
櫨
を
示
し
た
も
の
を
拳
げ
れ
ば
、
李
長
莉
と
李
又
寧
が
『
康
南
海
自
編
年
譜
』
（
以
下
、
『
年
譜
』
）
に
姉
り
、
馬
洪

林
が
康
同
璧
の
回
憶
に
掠
り
、
梁
景
和
が
『
年
譜
』
と
回
憶
に
掠
っ
て
い
る
。
鄭
永
禰
・
呂
美
願
は
一
八
八
七
年
と
す
る
が
典
掠
は
示
さ
れ
て

　

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
康
有
馬
の
不
裏
足
會
が
も
し
本
常
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
八
八
三
年
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
一
八
八
一

年
と
一
八
八
七
年
説
は
根
辣
が
見
出
せ
な
い
。
一
八
八
二
年
説
は
梁
啓
超
『
戊
戌
政
愛
記
』
に
「
先
生
〔
康
有
焉
〕
婦
女
の
纏
足
を
悪
む
。
壬

午
年
〔
一
八
八
二
年
〕
に
不
纏
足
會
を
創
る
も
未
だ
成
ら
ず
。
君
〔
康
廣
仁
〕
卒
に
こ
れ
を
成
し
、
弩
風
大
い
に
移
る
」
と
あ
る
の
に
櫨
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
康
有
馬
は
光
緒
八
年
に
北
京
で
科
挙
の
受
験
を
し
、
帰
途
に
西
洋
の
書
物
を
購
入
し
て
一
一
月
に
家
に
戻
っ
た
。
光
緒
八
年
一

一
月
は
西
暦
に
換
算
す
る
と
一
八
八
一
一
年
コ
ー
月
か
ら
翌
年
一
月
と
な
る
。
彼
が
蹄
郷
後
す
ぐ
に
不
裏
足
會
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
一

八
八
三
年
と
い
う
の
が
妥
富
で
あ
ろ
う
。
『
年
譜
』
で
は
一
八
八
三
年
に
『
萬
國
公
報
』
を
購
入
し
た
と
い
う
記
事
の
あ
と
に
不
裏
足
會
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
も
と
も
と
纏
足
に
反
對
し
て
い
た
康
有
鳥
が
會
を
作
ろ
う
と
思
い
至
っ
た
の
は
、
抱
拙
子
「
厦
門
戒

纏
足
會
」
（
『
萬
國
公
報
』
一
八
七
九
年
三
月
）
を
讃
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
　

『
戊
戌
政
雙
記
』
は
、
康
有
寫
が
創
ろ
う
と
し
た
「
不
纏
足
會
」
は
未
完
に
終
わ
り
、
康
廣
仁
が
の
ち
に
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
と
す
る
。
戚

世
皓
が
採
用
し
た
の
は
こ
の
説
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
康
廣
仁
に
よ
る
「
不
纏
足
會
」
の
創
設
年
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
る
。
鮑
家
鱗
は
李

又
寧
と
『
年
譜
』
を
挙
げ
て
一
八
九
四
年
と
す
る
が
、
『
年
譜
』
で
も
李
の
論
文
で
も
一
八
九
五
年
説
が
と
ら
れ
て
お
り
、
な
ぜ
一
八
九
四
年

と
し
た
の
か
理
解
で
き
な
い
。
欧
米
圈
に
お
け
る
纏
足
研
究
の
古
典
、
ハ
ワ
ー
ド
ー
レ
ヴ
ィ
の
著
書
が
一
八
九
四
年
と
し
た
の
に
つ
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
レ
ヴ
ィ
は
こ
れ
を
康
有
馬
が
創
っ
た
と
す
る
。
ア
リ
ソ
ン
ー
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
一
八
九
四
年
か
一
八
九
五
年
に
康
有
馬
が
嘔

鍔
良
と
會
を
創
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
根
挿
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
康
有
馬
が
一
八
九
五
年
に
廣
束
で
會
を
組
織
す
る
の
は

－92



無
理
だ
と
思
わ
れ
る
。
『
年
譜
』
と
康
同
璧
の
回
憶
は
乙
未
年
（
一
八
九
五
）
と
す
る
。
陳
三
井
や
高
洪
興
は
典
攘
を
示
さ
ず
一
八
九
六
年
と
す

る
。
こ
れ
は
『
采
非
績
編
』
に
「
光
緒
二
二
年
、
康
有
馬
が
不
纏
足
會
を
廣
州
に
創
立
し
た
。
成
立
営
初
、
會
員
は
一
萬
人
以
上
に
達
し
た
。

順
徳
の
頼
弼
形
と
陳
獣
庵
も
ま
た
戒
纏
足
會
を
創
め
た
」
と
あ
る
の
に
攘
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
八
九
五
年
前
後
に
康
廣
仁
や
康
有
篤
が

本
常
に
不
纏
足
會
を
作
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
梁
啓
超
が
光
緒
二
二
年
末
の
「
戒
纏
足
會
救
」
で
「
一
萬
人
以
上
」
の
會
員
を
擁
す
る
廣
州
の
不

纏
足
會
に
全
く
言
及
せ
ず
、
ま
た
光
緒
二
三
年
に
上
海
不
纏
足
會
が
み
ず
か
ら
の
歴
史
を
述
べ
た
中
で
も
頼
と
陳
の
戒
纏
足
會
に
言
及
し
な
が

ら
廣
州
の
不
纏
足
會
に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
何
故
だ
今
っ
挺
現
在
の
資
料
状
況
で
確
た
る
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
一
八
九
四
、
五
年
の
不

　
　
　

で
は
一
八
八
三
年
の
不
裏
足
會
は
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
董
士
偉
が
発
見
し
た
「
戒
纏
足
會
啓
」
は
こ
の
問
題
に
終
止
符
を
打
つ
か
の
よ

　
　

う
に
思
わ
れ
た
。
董
は
そ
れ
を
康
有
馬
が
一
八
八
三
年
に
書
い
た
も
の
と
断
定
し
た
が
、
そ
の
考
詮
は
き
わ
め
て
不
十
分
か
つ
不
正
確
で
あ
る
。

　
　

閔
木
一
は
タ
イ
ト
ル
が
不
裏
足
會
で
は
な
い
こ
と
、
戒
纏
足
會
は
一
八
九
六
、
七
年
に
不
纏
足
運
動
か
起
こ
っ
た
際
に
通
行
し
た
名
搦
で
あ
っ
た

　
　

こ
と
、
『
年
譜
』
以
外
に
不
裏
足
會
の
存
在
を
確
か
め
る
資
料
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
章
が
一
八
九
六
、
七
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
と
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
5
）

　
　

定
し
、
一
八
八
三
年
の
不
裏
足
會
は
康
有
馬
に
よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
た
。
ま
た
た
と
え
こ
の
文
章
が
一
八
八
三
年
に

　
　

書
か
れ
た
と
し
て
も
、
康
有
馬
が
不
裏
足
會
を
本
営
に
設
立
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
と
述
べ
た
。

　
　
　

ま
ず
閔
木
一
が
問
題
に
し
た
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
董
士
偉
に
姉
れ
ば
、
こ
の
冊
子
は
「
光
緒
丁
酉
刻
」
、
す
な
わ
ち
光
緒
二

　
　

三
年
（
一
八
九
七
）
に
刊
刻
さ
れ
た
。
「
戒
纏
足
會
啓
」
の
ほ
か
梁
啓
超
「
戒
纏
足
會
叙
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
戒
纏
足
會
波
」
は
光
緒
二

　
　

二
年
コ
ー
月
一
日
（
一
八
九
七
年
一
月
三
日
）
の
『
時
務
報
』
に
発
表
さ
れ
た
。
一
方
、
「
戒
纏
足
會
啓
」
は
「
南
海
康
工
部
奮
稿
」
と
書
か
れ

　
　

て
い
る
。
「
戒
纏
足
會
波
」
が
発
表
さ
れ
た
あ
と
、
康
有
馬
の
奮
稿
と
抱
き
合
わ
せ
て
冊
子
に
仕
立
て
た
の
だ
ろ
う
。
タ
イ
ト
ル
は
「
戒
纏
足

　
　

會
波
」
に
あ
わ
せ
て
後
か
ら
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
康
有
馬
自
身
は
「
纏
足
」
よ
り
は
「
裏
足
」
と
い
う
語
を
好
ん
で
用
い
た
か

2
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ら
で
あ
る
。
上
奏
文
「
請
禁
婦
女
裏
足
摺
」
で
は
全
て
「
裏
足
」
を
使
っ
て
い
る
し
、
の
ち
に
書
か
れ
た
『
年
譜
』
で
も
自
ら
の
不
裏
足
會
と

93
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不
纏
足
會
と
は
は
っ
き
り
用
語
を
嘔
別
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
「
請
禁
婦
女
裏
足
摺
」
は
「
戒
纏
足
會
啓
」
の
第
二
、
三
段
落
と
言
葉
遣
い

　
　

や
論
の
運
び
方
が
ほ
ぽ
一
致
し
、
「
戒
纏
足
會
啓
」
が
康
有
鴬
の
手
に
な
る
謐
攘
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　
　
　
　

「
戒
纏
足
會
啓
」
は
四
段
落
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
一
段
落
は
合
刻
し
た
と
き
に
付
け
加
え
ら
れ
た
か
、
別
人
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
た

　
　

可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
纏
足
」
と
い
う
言
葉
が
全
文
で
こ
の
段
落
に
だ
け
し
か
出
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
上
奏
文
で

　
　
　

「
宋
人
稀
只
有
程
願
一
家
不
裏
足
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
「
戒
纏
足
會
啓
」
で
は
「
宋
時
唯
程
子
之
家
不
纏
足
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

「
戒
纏
足
會
啓
」
の
第
二
、
三
段
落
は
纏
足
に
反
對
す
る
理
由
を
述
べ
る
。
女
子
は
何
の
罪
が
あ
っ
て
刑
罰
に
等
し
い
纏
足
を
賓
の
父
母
か

　
　

ら
強
要
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
理
に
惇
り
道
を
傷
つ
く
こ
と
甚
だ
し
い
。
纏
足
を
さ
れ
て
泣
い
て
い
る
の
を
見
て
も
、
無
事
を
哀
れ
ま
ず
に
営

　
　

然
の
こ
と
と
思
っ
て
い
る
。
纏
足
は
天
理
を
傷
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
國
禁
に
も
違
う
、
と
。
董
士
偉
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
す
で
に

　
　
　

『
萬
國
公
報
』
の
纏
足
反
對
論
に
も
見
ら
れ
、
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
一
方
、
一
八
九
八
年
の
「
請
禁
婦
女
裏
足
摺
」
で
は
大
き
な
愛
化

-

が
見
ら
れ
る
。
纏
足
は
野
営
の
象
徴
で
あ
り
、
恥
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
最
初
に
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
萬
國
競
争
の
世
の
中

　

9
4

に
あ
っ
て
、
種
を
弱
め
る
纏
足
を
存
績
さ
せ
る
こ
と
に
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
上
奏
文
が
皇
帝
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

　

一

國
家
の
問
題
が
前
面
に
出
て
く
る
の
は
常
然
で
あ
る
が
、
祀
會
進
化
論
的
登
想
や
衛
生
観
念
な
ど
は
「
戒
纏
足
會
啓
」
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
梁
啓
超
の
「
戒
纏
足
會
肢
」
以
降
、
纏
足
に
開
す
る
議
論
の
な
か
で
支
配
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に

言
え
ば
、
一
八
九
六
、
七
年
の
段
階
で
康
有
烏
が
「
戒
纏
足
會
啓
」
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
と
は
思
わ
れ
な
い
。
や
は
り
こ
れ
は
「
奮
稿
」
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

第
四
段
落
に
は
不
裏
足
の
先
躯
者
と
し
て
三
名
の
人
物
が
拳
げ
ら
れ
て
い
る
。
那
鴻
脇
鍛
香
（
郵
承
修
）
、
李
方
伯
山
農
（
李
文
田
）
、
温
部
郎

海
峰
（
座
得
心
一
で
あ
る
。
光
緒
二
六
年
六
月
の
『
萬
國
公
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
リ
ト
ル
夫
人
の
「
勧
戒
纏
足
叢
説
」
に
も
「
専
紳
鄙
銭
香
京

卿
、
李
由
農
方
伯
、
温
海
峯
主
政
ら
が
、
以
前
北
京
で
自
分
の
娘
に
纏
足
さ
せ
な
い
と
い
う
約
束
を
決
め
た
」
と
こ
の
三
人
が
登
場
す
る
。
嘔

は
康
有
鶏
と
と
も
に
不
裏
足
會
を
創
設
し
た
人
物
で
あ
る
。
問
題
は
郵
承
修
で
、
『
清
史
列
傅
』
六
三
に
よ
れ
ば
、
彼
が
鴻
脇
寺
卿
に
な
っ
た



　
　

の
は
光
緒
一
〇
年
（
一
八
八
四
）
七
月
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
章
そ
の
も
の
は
光
緒
九
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ

　
　

い
て
は
い
く
つ
か
の
解
鐸
が
考
え
ら
れ
る
。
①
「
戒
纏
足
會
啓
」
は
光
緒
九
年
に
書
か
れ
、
の
ち
に
修
正
さ
れ
た
。
②
不
裏
足
會
の
設
立
準
備

　
　

は
光
緒
九
年
に
は
じ
ま
っ
た
が
、
「
戒
纏
足
會
啓
」
は
光
緒
一
〇
年
以
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
。
③
「
戒
纏
足
會
啓
」
は
不
纏
足
運

　
　

動
開
始
の
直
前
（
光
緒
二
〇
、
二
一
年
頃
）
に
書
か
れ
た
。

　
　
　

一
八
九
五
年
（
光
緒
一
九
年
）
の
不
纏
足
會
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
こ
の
時
期
に
「
戒
纏
足
會
啓
」
の
よ
う
な
文
章
を
わ
ざ
わ
ざ
書
く
必
然
性

　
　

は
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
に
立
て
ば
、
③
は
否
定
さ
れ
る
。
康
有
馬
が
光
緒
四
年
一
二
月
二
一
日
（
一
八
七
九
年
一
月
一
三
日
）
生
ま
れ
の
娘
に

　
　

纏
足
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
事
賓
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
が
一
八
八
三
年
頃
に
纏
足
に
反
對
す
る
何
ら
か
の
行
動
を
取
っ
た
可
能
性
は
き
わ
め

　
　

て
高
い
。
し
か
し
そ
れ
が
『
年
譜
』
の
記
す
よ
う
な
不
裏
足
會
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
『
萬
國
公
報
』
の
讃

　
　

者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
戒
纏
足
會
啓
」
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

康
有
馬
の
試
み
は
決
し
て
孤
立
し
た
事
象
で
は
な
か
っ
た
。
光
緒
八
（
一
八
八
二
）
年
に
船
政
學
堂
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
派
遣
さ
れ
た
留
學

　
　

生
魏
潮
は
娘
に
纏
足
さ
せ
な
か
っ
た
し
、
光
緒
二
〇
（
一
八
九
四
）
年
に
亡
く
な
っ
た
鄭
藻
如
は
生
前
に
纏
足
解
放
を
試
み
よ
う
と
し
た
が
果

　
　

た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
鄭
は
光
緒
七
（
一
八
八
こ
年
か
ら
五
年
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
滞
在
を
経
験
し
て
い
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
に
長

　
　

ら
く
滞
在
し
た
李
鴻
章
の
嗣
子
李
経
方
も
娘
に
纏
足
さ
せ
な
か
っ
た
。
『
萬
國
公
報
』
の
讃
者
で
あ
っ
た
康
有
馬
、
欧
米
滞
在
経
験
を
も
つ
嘔

　
　

諾
良
、
鄭
藻
如
、
魏
潮
、
李
経
方
な
ど
彼
ら
の
多
く
が
西
洋
の
直
接
的
・
間
接
的
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
　
　

の
ち
に
『
時
務
報
』
が
不
纏
足
會
の
歴
史
を
語
っ
た
際
に
「
太
平
天
國
以
後
各
省
の
賢
達
た
ち
が
相
約
し
て
纏
足
を
戒
め
、
一
郷
一
家
で
行

　
　

う
も
の
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
」
こ
と
を
ま
ず
拳
げ
た
よ
う
に
、
不
纏
足
會
以
前
の
こ
う
し
た
試
み
は
確
か
に
戊
戌
維
新
期
の
不
纏
足
運
動

　
　

の
土
毫
に
な
っ
た
。
閔
木
一
は
康
有
馬
の
不
裏
足
會
に
つ
い
て
、
た
と
え
そ
れ
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
戊
戌
維
新
期
の
不
纏
足
運
動
に
ま
っ
た

　
　

く
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
康
有
馬
を
は
じ
め
と
す
る
不
纏
足
會
以
前
の
こ
う
し
た
試
み
は
、
相

2
7
1

　

互
に
影
響
を
輿
え
あ
う
こ
と
な
く
、
局
地
的
な
現
象
で
終
わ
り
歴
史
の
闇
に
消
え
て
い
っ
た
試
み
も
鉦
敷
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
後
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世
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
歴
史
に
名
を
残
す
試
み
も
わ
ず
か
で
は
あ
っ
た
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
康
有
馬
の
不
裏
足
會
は
、
確
か

　
　

に
早
い
事
例
で
は
あ
る
が
、
「
中
國
不
纏
足
會
の
始
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
多
少
な
り
と
も
説
得
力
を
持
つ
の
は
、
閔
木
一
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

康
有
鴬
の
後
の
経
歴
・
贅
言
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
回

纏
足
會
の
よ
う
な
公
開
組
織
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　

リ
ト
ル
夫
人
と
天
足
會

そ
れ
は
お
そ
ら
く
友
人
間
の
「
立
約
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
の
ち
の
不

　

一
八
九
三
年
コ
一
月
五
日
、
Ｓ
ｈ
ａ
ｎ
ｇ
ｈ
ａ
ｉ
　
M
i
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｒ
ｙ
　
Ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
t
ｉ
ｏ
ｎ
が
纏
足
問
題
解
決
の
た
め
の
委
員
會
を
組
織
し
た
。
同
委
貝
會
が
中

國
各
地
の
宣
教
師
と
連
絡
を
取
っ
た
結
果
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
大
き
な
潜
在
的
開
心
が
も
た
れ
、
各
地
で
優
れ
た
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
委
員
會
の
賛
助
の
も
と
、
上
海
で
集
會
が
開
か
れ
天
足
會
が
組
織
さ
れ
た
。
以
上
は
ジ
ェ
ー
ム

ズ
こ
ア
ニ
ス
が
描
い
た
天
足
會
設
立
の
経
過
で
あ
る

と
を
混
同
し
て
お
り
、
こ
の
説
明
は
正
し
く
な
い
。

デ
ニ
ス
は
救
會
が
組
織
し
た
纏
足
反
對
の
會
ａ
ｎ
t
i
-
ｆ
ｏ
ｏ
t
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
t
ｙ
と
天
足
會

　

一
八
九
五
年
四
月
二
日
に
重
慶
の
イ
ギ
リ
ス
商
人
ア
ー
キ
ボ
ル
ド
ー
リ
ト
ル
の
夫
人
ア
リ
ー
シ
ア
（
漢
文
資
料
で
は
通
常
「
立
徳
夫
人
」
と
柄
さ

れ
る
）
を
は
じ
め
Ｉ
〇
人
の
西
洋
人
女
性
た
ち
が
天
足
會
を
設
立
し
た
。
ジ
ョ
ン
ー
マ
ガ
ウ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
偶
然
の
出
来
事
に
よ
る

も
の
だ
っ
た
。
営
時
上
海
に
い
た
マ
ガ
ウ
ア
ン
は
友
人
の
テ
ィ
モ
シ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
ア
モ
イ
の
戒
纏
足
會
の
こ
と
を
熱

心
に
語
っ
た
と
こ
ろ
、
リ
チ
ャ
ー
ド
が
非
常
に
興
味
を
示
し
、
あ
る
女
性
に
引
き
合
わ
せ
る
か
ら
、
彼
女
に
今
と
同
じ
こ
と
を
話
し
て
欲
し
い

と
頼
ん
だ
。
彼
ら
は
す
ぐ
に
ア
ス
タ
ー
ハ
ウ
ス
ホ
テ
ル
へ
行
き
、
リ
ト
ル
夫
人
と
會
っ
た
。
「
そ
し
て
今
こ
の
瞬
間
か
ら
纏
足
解
放
運
動
は
新

し
い
最
も
重
要
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
」
リ
ト
ル
夫
人
は
マ
ガ
ウ
ア
ン
と
知
り
合
う
前
に
す
で
に
纏
足
解
放
運
動
を
始
め
る
決
意
を
抱
い
て

い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
彼
と
の
出
會
い
に
よ
っ
て
纏
足
解
放
運
動
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
リ
チ
ャ
ー
ド
自
身
は
、
リ
ト
ル
夫
妻
が
纏

足
反
對
の
會
設
立
の
適
否
に
つ
い
て
リ
チ
ャ
ー
ド
夫
妻
の
意
見
を
聞
き
に
来
た
と
諧
言
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
そ
れ
を
熱
心
に
勧
め
た
。
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こ
う
し
た
経
緯
か
ら
す
る
と
、
リ
ト
ル
夫
人
は
様
々
な
人
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
周
到
に
準
備
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
リ
ト
ル

　
　

夫
人
は
領
事
や
商
人
の
妻
な
ど
上
海
の
西
洋
人
女
性
た
ち
に
天
足
會
の
委
員
を
依
頼
し
、
ほ
ぼ
全
て
の
女
性
か
ら
快
諾
を
得
た
。
四
月
一
六
日

　
　

に
は
ジ
ー
マ
ン
夫
人
宅
で
集
會
が
開
か
れ
た
。
リ
ト
ル
夫
人
は
、
官
僚
の
息
子
が
纏
足
の
女
性
と
結
婚
す
る
の
を
禁
止
す
る
命
令
を
出
す
よ
う

　
　

皇
帝
に
求
め
る
請
願
書
を
出
す
べ
き
だ
と
い
う
フ
ラ
イ
ヤ
ー
博
士
の
提
案
を
紹
介
し
、
中
國
人
女
性
の
書
い
た
詩
の
配
布
と
懸
賞
論
文
の
賞
金

　
　

の
た
め
の
寄
付
を
出
席
者
に
求
め
た
。

　
　
　

四
月
二
四
日
、
王
立
ア
ジ
ア
協
會
の
一
室
で
天
足
會
の
集
會
が
開
か
れ
頗
こ
の
集
會
は
天
足
會
最
初
の
大
規
模
な
も
の
で
、
百
人
あ
ま
り

　
　

の
１
　
加
者
が
あ
り
、
そ
の
多
く
は
女
性
で
あ
っ
た
。
逆
に
議
長
を
は
じ
め
贅
言
者
の
ほ
と
ん
ど
は
男
性
で
あ
っ
た
。
議
長
の
挨
拶
の
後
、
マ
ガ

　
　

ウ
ア
ン
が
ア
モ
イ
の
戒
纏
足
會
で
の
経
験
を
紹
介
し
た
。
次
に
ア
ー
キ
ボ
ル
ド
ー
リ
ト
ル
が
十
年
前
に
纏
足
の
問
題
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な

　
　

っ
た
出
来
事
を
話
し
た
。
績
け
て
彼
は
、
中
國
人
は
あ
る
程
度
外
國
人
の
意
見
に
影
響
を
受
け
る
か
ら
、
上
海
の
外
國
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
纏

　

一

　
　

足
反
對
の
世
論
を
作
り
出
す
よ
う
促
す
の
は
よ
い
こ
と
だ
と
論
じ
た
。
ド
ラ
モ
ン
ド
は
皇
帝
に
纏
足
禁
止
を
請
う
請
願
書
を
提
出
し
、
高
官
に

　

9
7

　
　

書
簡
を
逡
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
こ
の
提
案
に
對
し
て
起
こ
り
う
る
二
つ
の
疑
問
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
賢
明
な
方
法
か
、
い
ま
が
そ
れ

　

一

　
　

を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
時
か
、
に
つ
い
て
自
ら
解
答
を
示
し
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
中
國
で
は
皇
帝
が
権
力
の
源
で
あ
る
か
ら
、
請
願
書

　
　

を
提
出
す
れ
ば
大
き
な
敷
果
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
日
清
戦
争
の
敗
北
に
よ
る
中
國
崩
壊
と
い
う
重
墾
と
危
機
の
時
に
始

　
　

め
て
中
國
人
は
新
し
い
ス
テ
ッ
プ
を
取
り
う
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
　
　

女
性
た
ち
が
中
國
人
に
直
接
語
り
か
け
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
に
對
し
て
、
男
性
た
ち
が
皇
帝
や
外
國
人
祀
會
の
力
を
借
り
る
べ
き
だ
と
考

　
　

え
て
い
た
こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
。
教
會
と
い
う
組
織
を
バ
ッ
ク
に
持
つ
宣
教
師
と
は
違
っ
て
、
天
足
會
は
組
織
的
背
景
を
全
く
持
っ
て
い

　
　

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
天
足
會
の
活
動
が
中
國
人
社
會
は
お
ろ
か
外
國
人
社
會
に
も
承
認
さ
れ
な
い
危
瞼
が
あ
っ
た
。
事
賓
、
四
月
ニ
〈
日
の

　
　

會
議
の
後
リ
ト
ル
夫
人
が
イ
ギ
リ
ス
の
親
戚
に
宛
て
た
手
紙
に
は
、
彼
女
た
ち
を
か
ら
か
う
人
々
が
い
た
と
書
か
れ
て
い
に
ｙ
そ
れ
ゆ
え
天
足

2
7
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會
の
初
期
の
活
動
の
一
半
が
西
洋
人
た
ち
に
纏
足
反
對
の
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
一
方
、
男
た
ち
は



7
4

　
　

「
皇
帝
」
「
外
國
人
」
と
い
う
権
威
を
利
用
し
て
運
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

天
足
會
の
具
膿
的
な
活
動
を
會
計
面
か
ら
見
て
み
よ
う
。
収
入
は
す
べ
て
寄
付
に
頼
っ
て
い
た
。
一
八
九
五
年
で
は
ジ
ー
マ
ン
夫
人
と
リ
ト

　
　

ル
夫
人
の
二
五
ド
ル
が
最
高
額
で
、
一
〇
ド
ル
以
下
の
寄
付
が
そ
れ
に
績
い
た
。
一
方
、
支
出
は
一
八
九
五
年
四
月
一
九
日
か
ら
一
八
九
七
年

　
　

コ
ー
月
一
〇
日
ま
で
の
二
年
半
の
開
に
四
七
二
三
四
ド
ル
（
銀
行
預
金
分
七
二
・
五
三
ド
ル
を
除
く
）
で
、
印
刷
関
係
の
費
用
が
三
〇
六
工
〈
七
ド

　
　

ル
（
六
五
％
）
を
占
め
る
。
次
が
懸
賞
論
文
や
靴
コ
ン
テ
ス
ト
の
賞
金
一
〇
九
・
〇
五
ド
ル
（
二
三
％
）
、
以
下
、
上
奏
文
の
経
費
二
二
・
七
ド
ル
、

廣
告
費
二
〇
一
八
五
ド
ル
と
績
く
。
支
出
の
項
目
か
ら
明
か
な
通
り
、
初
期
の
天
足
會
の
活
動
の
中
心
は
纏
足
反
對
の
ビ
ラ
や
小
冊
子
の
印

刷
・
配
布
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
新
聞
へ
の
投
稿
や
會
議
の
開
催
な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
が
、
會
計
の
規
模
か
ら
し
て
恒
常
的
な
活
動
は
で
き

な
か
っ
た
。
リ
ト
ル
夫
人
は
五
月
に
赤
十
字
基
金
の
線
剰
分
を
天
足
會
に
ま
わ
し
て
く
れ
る
よ
う
ア
デ
ィ
ス
に
依
頼
し
た
。
彼
は
リ
ト
ル
夫
人

の
善
意
に
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
天
足
會
の
活
動
自
豊
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
な
態
度
を
と
り
、
資
金
の
提
供
を
断
っ
て
い
る
。

　

天
足
會
が
最
初
に
配
布
し
た
の
は
杭
州
の
女
性
が
書
い
た
詩
で
あ
っ
た
が
、
初
期
に
お
い
て
最
も
多
く
印
刷
さ
れ
最
も
大
き
な
影
響
を
輿
え

た
の
が
ク
ラ
ン
ツ
牧
師
の
「
纏
足
雨
説
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
纏
足
反
對
の
理
由
が
七
つ
拳
げ
ら
れ
る
。
①
天
意
に
違
う
。
た
だ
し
天
意
と

い
っ
て
も
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
努
鴛
と
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
②
古
制
を
蔑
す
る
。
孟
子
の
母
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
③
瘤

疾
を
召
く
。
九
江
と
鎮
江
を
比
較
し
、
纏
足
が
女
性
特
有
の
疾
患
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
④
生
命
を
栽
う
。
火
事
や
洪
水
、
そ

し
て
太
平
天
國
の
乱
な
ど
で
逃
げ
そ
こ
な
い
命
を
落
し
た
こ
と
が
説
か
れ
る
。
⑤
生
計
を
妨
げ
る
。
上
海
の
外
國
人
は
工
場
に
纏
足
の
女
性
を

雇
う
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
。
⑥
人
倫
を
庭
す
る
。
行
動
が
束
縛
さ
れ
る
た
め
、
雨
親
や
夫
、
子
供
の
面
倒
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
⑦
心
術

を
壊
す
。
最
後
に
よ
う
や
く
残
酷
さ
に
言
及
さ
れ
る
。
西
洋
人
を
動
か
す
に
は
人
道
的
、
醤
學
的
理
由
が
敷
果
的
だ
っ
た
が
、
中
國
人
を
動
か

す
に
は
そ
れ
で
は
十
分
で
は
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
文
章
は
、
一
八
九
五
年
コ
ー
月
の
『
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
ー
レ
コ
ー
ダ
ー
』
に
「
Ｆ
ｏ
ｏ
ｔ
-
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
;
　
Ｔ
w
ｏ
　
Ｓ
ｉ
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
t
ｈ
ｅ
　
Ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
〇
已
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
を
中
國
人
に
配
布
し
よ
う
と
し
た
時
、
ど
う
翻
詳
す
る
か
と
い
う
問
題
に
突
き
営
た
っ
た
。
上
海
方
言
に

-

98
-



　
　

翻
詳
す
べ
き
か
。
女
性
た
ち
は
理
解
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
が
、
彼
女
た
ち
は
文
字
が
讃
め
な
い
。
そ
も
そ
も
天
足
會
が
訴
え
か
け
る
對
象
は
男

　
　

か
、
女
か
。
普
通
の
官
話
に
翻
詳
す
れ
ば
知
識
人
に
軽
蔑
さ
れ
る
。
結
局
彼
女
た
ち
が
選
ん
だ
の
は
格
調
高
い
漢
文
だ
っ
た
。
翻
詳
は
リ
チ

　
　

ヤ
ー
ド
（
の
中
國
人
助
手
）
が
複
営
し
、
『
萬
國
公
報
』
（
一
八
九
五
年
六
月
）
に
「
纏
足
雨
説
」
と
い
う
題
で
掲
載
さ
れ
た
。
天
足
會
は
こ
う

　
　

し
た
議
論
を
通
じ
て
、
徐
々
に
活
動
方
針
を
固
め
て
い
っ
た
。
後
世
の
目
か
ら
み
れ
ば
、
天
足
會
の
発
展
は
必
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
彼

　
　

女
た
ち
は
こ
の
活
動
が
中
國
人
と
り
わ
け
知
識
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
不
安
を
つ
ね
に
抱
き
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
の
で
あ

　
　

る
。

　
　
　

四
月
二
五
日
の
『
申
報
』
で
二
四
日
の
集
會
の
状
況
が
報
告
さ
れ
た
が
、
五
月
四
日
に
は
そ
れ
を
受
け
て
「
聞
泰
西
婦
女
設
天
足
會
感
而
書

　
　

此
」
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
西
洋
人
が
「
側
隠
の
仁
に
本
づ
き
、
以
て
其
の
是
非
の
智
を
行
う
」
べ
く
天
足
會
を
設
け
た
こ
と
、
天

　
　

足
と
い
う
言
葉
の
由
来
や
天
足
會
が
懸
賞
論
文
を
募
集
し
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
記
者
は
、
西
洋
人
の
こ
の
事
業
は
中
國
に
大
き
な
幸

　
　

い
で
あ
る
と
評
價
し
、
中
國
の
知
識
人
た
ち
が
西
洋
人
と
呼
座
し
て
予
鈴
年
の
悪
習
を
改
め
る
日
が
く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
表
明
し
た
。

　
　
　
　

『
ノ
ー
ス
ー
チ
ャ
イ
ナ
ー
デ
イ
リ
ー
・
ニ
ュ
ー
ス
』
紙
上
で
は
、
天
足
會
お
よ
び
纏
足
解
放
運
動
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

　
　

と
り
わ
け
痛
烈
だ
っ
た
の
は
中
國
人
の
べ
’
口
’
ｒ
鼻
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ｒ
沁
は
四
月
ニ
〈
日
の
會
議
を
報
じ
た
記
事
を
讃
み
、
哀
れ

　
　

な
少
女
た
ち
に
は
天
恵
で
あ
る
が
、
決
し
て
成
功
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
。
そ
し
て
地
位
の
あ
る
中
國
人
青
年
た
ち
が
纏
足
女
性
と
結
婚
し
な

　
　

い
こ
と
を
決
意
し
會
を
組
織
す
る
こ
と
こ
そ
成
功
へ
の
道
だ
と
主
張
す
る
。
彼
は
西
洋
の
コ
ル
セ
ッ
ト
を
持
ち
出
し
て
、
そ
れ
が
纏
足
よ
り
も

　
　

危
瞼
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
西
洋
の
女
性
が
中
國
の
女
性
の
纏
足
に
反
對
す
る
會
を
始
め
る
の
は
、
中
國
の
女
性
が
西
洋
の
女
性
の
コ
ル
セ
ッ

　
　

ト
に
反
對
す
る
會
を
始
め
る
の
と
同
じ
く
ら
い
無
意
味
だ
と
い
う
。
そ
し
て
天
足
會
の
女
性
た
ち
に
、
ま
ず
故
郷
で
コ
ル
セ
ッ
ト
反
對
の
會
を

　
　

作
る
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
と
勧
告
し
た
。
ｒ
鼻
は
纏
足
解
放
に
反
對
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
地
位
の
あ
る
中
國
の
青
年
た
ち
が
そ
れ

　
　

を
行
わ
ね
ば
成
功
し
な
い
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
天
足
會
と
い
う
人
道
的
行
焉
の
裏
に
潜
む
権
力
開
係
を
は
っ
き
り
と
感
じ
て
い
た
。
西
洋
人

2
7
5

　

の
論
理
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
、
天
足
會
の
活
動
の
妥
営
性
を
問
題
に
し
た
が
、
そ
れ
は
西
洋
人
の
諸
活
動
、
も
っ
と
い
え
ば
彼
ら
の
中
國
に

-
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7
6

　

お
け
る
存
在
の
正
常
性
の
問
題
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
西
洋
人
た
ち
の
時
と
し
て
非
常
に
感
情
的
な
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に

　
　

な
っ
た
。
こ
う
し
た
批
判
に
中
國
人
が
英
語
新
聞
紙
上
で
反
論
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
ｒ
ｌ
の
考
え
方
は
多
く
の
中
國
知
識
人
を
代
滸
す

　
　

る
も
の
で
あ
り
、
沈
款
は
承
服
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　

知
識
人
の
冷
淡
な
態
度
に
直
面
し
た
リ
ト
ル
夫
人
た
ち
に
と
っ
て
、
趙
拳
人
の
出
現
は
大
き
な
安
堵
と
確
信
を
輿
え
て
く
れ
た
に
ち
が
い
な

い
。
四
川
波
州
府
の
趙
麿
滓
は
北
京
で
官
途
に
つ
い
て
い
た
が
、
父
が
亡
く
な
っ
た
た
め
故
郷
に
蹄
る
途
中
、
天
足
會
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
出

會
っ
た
。
七
歳
の
娘
の
纏
足
を
ほ
ど
い
た
あ
と
、
纏
足
解
放
に
つ
い
て
よ
り
よ
い
も
の
が
書
け
な
い
か
と
考
え
、
「
勧
祥
纏
足
説
」
、
い
わ
ゆ
る

Ｓ
ｕ
i
f
ｕ
　
Ａ
ｐ
ｐ
ｅ
ａ
ｌ
を
書
い
た
。
し
ば
ら
く
活
動
休
止
状
態
に
あ
っ
た
天
足
會
は
俄
然
活
気
づ
い
た
。
重
慶
支
部
で
は
集
め
ら
れ
る
限
り
の
お
金

を
使
っ
て
大
量
印
刷
し
各
地
に
配
布
し
た
。
一
八
九
六
年
九
月
一
日
付
の
記
事
で
こ
の
請
願
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
請
願
が
書
か
れ
た
の

は
逞
く
と
も
一
八
九
六
年
夏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
同
年
一
一
月
の
『
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
ー
レ
コ
ー
ダ
ー
』
誌
上
に
翻
詳
が
掲
載
さ
れ

た
。
天
足
會
は
創
設
後
一
年
に
し
て
、
よ
う
や
く
知
識
人
の
反
感
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
請
願
は
趙
拳
人
自
身
に
よ
っ
て
叙
州
で
廣
め
ら
れ

た
ほ
か
、
重
慶
の
天
足
會
は
一
萬
部
を
印
刷
し
て
科
翠
受
験
生
に
配
り
、
さ
ら
に
敷
千
部
を
印
刷
し
て
貴
州
や
雲
南
で
配
布
し
た
。
ま
た
宣
教

師
た
ち
も
協
力
し
、
九
江
、
鎮
江
、
蕪
湖
で
も
一
萬
部
が
配
布
さ
れ
た
。
こ
の
請
願
は
「
い
ま
ま
で
登
行
し
か
も
の
の
な
か
で
最
も
大
き
な
満

足
を
中
國
人
に
輿
え
た
」
の
で
あ
る
。

　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
と
な
ら
ぶ
、
も
う
一
つ
の
活
動
の
柱
は
西
太
后
へ
の
上
奏
で
あ
っ
た
。
皇
帝
が
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
纏
足
が
な

く
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
は
、
す
で
に
一
八
七
〇
年
に
ダ
ジ
ョ
ン
が
示
し
て
い
た
。
『
中
國
教
會
新
報
』
『
萬
國
公
報
』
に
投
稿
し
た
中
國

人
も
ま
た
纏
足
を
禁
止
す
る
方
策
と
し
て
皇
帝
の
上
論
を
想
定
し
て
い
た
。
宣
教
師
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
上
奏
の
必
要
性
を
感
じ
は
し
な
か
っ
た

が
、
天
足
會
で
は
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
助
言
を
受
け
て
最
初
か
ら
活
動
計
書
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
自
身
が
文
章
を
か
き
、
千
人
の
外

國
人
女
性
の
署
名
を
得
て
、
中
國
駐
在
ア
メ
リ
カ
公
使
デ
ン
ビ
イ
を
通
じ
て
總
理
衛
門
に
提
出
さ
れ
た
が
、
結
局
西
太
后
の
目
に
鯛
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
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天
足
會
は
従
爽
の
宣
教
師
の
纏
足
解
放
運
動
と
は
一
線
を
書
し
て
い
た
。
そ
れ
は
宣
教
師
で
は
な
い
外
國
人
女
性
が
纏
足
に
對
し
て
何
も
し

て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
の
も
と
に
創
設
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
　

そ
れ
は
悪
の
抑
歴
の
た
め
に
世
俗
的
関
心
を
と
り
っ
け
る
最
初
の
試
み
で
あ
り
、
天
足
會
は
自
ら
の
運
動
を
こ
の
國
の
あ
ら
ゆ
る
宗
派
の

　
　

宣
教
師
の
運
動
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
は
い
え
、
科
學
的
、
常
識
的
観
慾
か
ら
問
題
に
取
り
組
み
、
宣
教
師
た
ち
が
活
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
6
7
）

　
　

で
き
な
か
っ
た
手
段
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
鮎
を
有
し
て
い
た
。

　

リ
ト
ル
夫
人
た
ち
が
會
の
名
柄
に
新
語
を
用
い
た
の
も
差
別
化
を
国
る
意
識
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
「
天
足
」
と
は
呂
Ｆ
Ｌ
｛
ｏ
ｏ
｛
の
詳
語

で
、
従
束
の
中
國
語
に
は
な
か
っ
た
表
現
で
あ
鰯
纏
足
を
し
て
い
な
い
足
は
「
大
足
」
「
大
脚
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
こ
れ

ら
は
否
定
的
、
差
別
的
意
味
を
１
　
び
て
い
た
。
纏
足
解
放
運
動
を
推
し
進
め
る
上
で
、
纏
足
を
解
い
た
後
の
足
に
好
ま
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
植
え

つ
け
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
新
語
の
使
用
は
偏
見
を
除
く
こ
と
に
大
き
く
寄
輿
し
た
で
あ
ろ
う
。
天
足
會
で
は
天
足
に
合
う
靴
の

コ
ン
テ
ス
ト
も
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
も
同
様
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。

　

従
来
の
教
會
が
祗
會
の
下
層
の
人
々
を
對
象
と
し
て
い
た
の
に
對
し
て
、
天
足
會
が
上
層
の
人
々
を
對
象
に
し
た
の
も
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

一
九
〇
五
年
に
行
わ
れ
た
あ
る
集
會
で
リ
ト
ル
夫
人
は
參
加
者
に
こ
う
呼
び
か
け
た
。
「
こ
こ
に
集
ま
っ
た
諸
君
子
は
、
お
そ
ら
く
紳
士
の
後

裔
か
名
家
の
方
々
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
所
謂
聖
賢
の
詩
書
を
讃
み
、
人
々
の
手
本
と
な
る
方
々
で
す
。
」
祀
會
の
上
１
　
に
働
き
か
け
る
戦
略

を
と
っ
た
こ
と
で
、
知
識
人
の
反
廊
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
運
動
の
撞
大
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　

最
後
に
、
リ
ト
ル
夫
人
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
か
を
検
接
し
て
み
よ
う
。
ア
リ
ー
シ
ア
は
若
い
頃
、
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
飲
會
に
お

け
る
若
い
女
性
の
限
ら
れ
た
選
揮
肢
に
つ
い
て
」
の
小
説
を
書
い
て
い
た
。
結
婚
す
る
三
年
前
（
一
八
八
三
年
）
、
彼
女
が
三
七
、
八
歳
の
時
に

出
版
さ
れ
た
小
説
『
ミ
ス
ー
ス
タ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
情
熱
的
人
道
主
義
者
で
、
婦
人
參
政
権
、
饒
婚
女
性
の
財
産
権
、
性
病

法
撤
疲
を
支
持
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
ア
リ
ー
シ
ア
自
身
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
営
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
ま
さ
に

2
7

　

取
り
組
ん
で
い
た
課
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
女
は
小
説
を
書
く
だ
け
で
な
く
、
賓
際
に
靴
會
禰
祀
事
業
に
も
携
わ
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
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結
婚
し
て
中
國
に
わ
た
っ
た
翌
年
、
リ
ト
ル
夫
人
は
『
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ウ
ー
マ
ン
ズ
ー
レ
ヴ
ュ
ー
』
に
一
本
の
記
事
を
投
稿
し
た
。
リ
ト

ル
夫
人
は
こ
の
記
事
の
な
か
で
纏
足
に
言
及
し
て
い
る
が
、
纏
足
が
階
級
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
の
通
念
が
誤
っ
て
い
る
こ

と
を
示
す
の
み
で
彼
女
が
纏
足
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

リ
ト
ル
夫
人
は
な
ぜ
纏
足
解
放
を
選
ん
だ
の
か
。
彼
女
は
一
九
二
一
年
に
香
港
の
妹
仔
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
ク
ラ
ラ
ー
ハ
ス
ル
ウ
ッ
ド

に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。

　
　

あ
る
若
い
中
國
人
男
性
が
…
…
死
の
床
か
ら
彼
女
〔
リ
ト
ル
夫
人
〕
に
言
っ
た
。
ど
う
し
て
あ
な
た
は
奴
隷
制
度
と
闘
わ
な
か
っ
た
の
で

　
　

す
か
、
と
。
自
分
は
ど
う
し
て
闘
い
の
對
象
に
よ
り
軽
い
邪
悪
t
ｈ
ｅ
　
l
e
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｖ
i
l
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
考
え
は
今
も
彼
女
を
偏

　
　
　
　
　
　
　

（
7
4
）

　
　

ま
せ
て
い
る
。

リ
ト
ル
夫
人
は
奴
隷
の
問
題
に
早
く
か
ら
気
づ
い
て
い
た
。
一
八
九
九
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
行
っ
た
講
演
で
リ
ト
ル
夫
人
は
纏
足
と
な
ら
ん
で
奴

隷
の
話
を
し
た
。
ま
た
彼
女
は
天
足
會
の
集
會
に
来
る
女
性
に
付
き
添
う
ア
マ
た
ち
（
會
場
で
座
る
場
所
も
な
く
立
つ
た
ま
ま
待
っ
て
い
た
）
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
6
）

ば
し
ば
同
情
を
寄
せ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
彼
女
が
奴
隷
の
解
放
に
立
ち
上
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
リ
ト
ル
夫
人
は
天
足
會
を
作
っ
た
と
き
本

常
に
纏
足
を
「
よ
り
軽
い
邪
悪
」
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
女
は
十
年
近
く
中
國
に
居
り
、
ま
た
設
立
に
先
立
っ
て
多
く
の
人
に
相
談

し
て
い
る
か
ら
、
衝
動
的
に
天
足
會
を
始
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
常
時
、
教
會
で
は
纏
足
解
放
運
動
が
高
ま
り
を
見
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
リ
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
7
）

夫
人
は
著
書
の
な
か
で
、
宣
教
師
で
は
な
い
外
國
人
女
性
が
纏
足
に
對
し
て
何
も
し
て
こ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
宣
教
師

の
纒
足
解
放
運
動
が
彼
女
の
事
業
の
選
挿
に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
常
時
、
奴
隷
制
度
は
ま
だ
大
き
な
問
題
に
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
8
）

　
　

『
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ウ
ー
マ
ン
ズ
ー
レ
ヴ
ュ
ー
』
は
一
八
六
六
年
に
創
刊
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
ー
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
準
機
開
紙
で
あ
る
。

一
八
八
七
年
以
降
、
同
誌
の
中
國
関
係
の
記
事
は
リ
ト
ル
夫
人
の
投
稿
と
リ
ト
ル
夫
人
の
活
躍
を
紹
介
し
た
記
事
が
過
半
を
占
め
た
。
イ
ギ
リ

ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
中
國
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
、
リ
ト
ル
夫
人
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
リ
ト
ル
夫
人
を
通
し

-
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て
中
國
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
、
そ
し
て
女
性
の
現
状
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
帝
國
の
撞
大
と
と
も
に
、
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
は
植
民
地
に
場
を
移
し
、
國
家
的
プ
ラ
イ
ド
の
源
と
な
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
イ
ン

ド
や
中
國
の
不
幸
な
女
性
を
自
ら
の
進
歩
を
測
る
た
め
の
「
引
き
立
て
役
」
と
し
て
用
い
、
そ
し
て
こ
の
「
特
別
の
重
荷
」
（
名
・
・
良
回
ｌ
ｇ
）

あ
る
い
は
「
白
人
女
性
の
重
荷
」
（
w
h
i
t
ｅ
　
w
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
'
ｓ
　
ｂ
ｕ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
）
を
救
済
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
一
見
、
善
意
に
よ

る
行
鴬
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
植
民
地
對
被
植
民
地
と
い
う
非
對
栴
な
関
係
の
上
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
中
國
人
が
西
洋

人
を
コ
ル
セ
ッ
ト
か
ら
救
う
た
め
に
立
ち
上
が
る
の
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
國
で
は
被
抑
聖
者
と
し
て
様
々
な
権
利
を
要
求
し
て

い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
、
國
外
に
お
い
て
は
抑
歴
者
の
側
に
身
を
お
い
た
。
こ
の
帝
國
主
義
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
か
ら
リ
ト
ル
夫
人
と
天

足
會
を
眺
め
れ
ば
、
違
っ
た
位
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
リ
ト
ル
夫
人
自
身
の
動
機
は
き
わ
め
て
純
粋
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
自
分
の
立

場
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

梁
啓
超
と
不
纏
足
會

　

戊
戌
維
新
期
の
纏
足
解
放
運
動
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
か
。
閔
木
一
は
戊
戌
維
新
期
に
人
々
が
そ
の
起
源
を
探
究
し
た
際
、
し
ば
し
ば
龍

山
（
廣
東
省
順
徳
部
）
と
四
川
の
會
に
言
及
し
た
と
述
べ
、
廣
東
と
四
川
を
賛
祚
地
と
み
な
し
た
。
彼
は
そ
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
描
く
。
龍

山
の
戒
纏
足
會
が
梁
啓
超
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
湖
南
で
最
初
の
反
庖
が
あ
っ
た
。
一
八
九
六
年
末
に
岳
州
で
戒
纏
足
會
が
成
立
回
翌

年
初
に
長
沙
で
戒
纏
足
會
が
成
立
し
た
。
一
八
九
七
年
末
ま
で
に
廣
東
で
は
龍
山
以
外
に
八
つ
の
不
纏
足
會
が
作
ら
れ
て
い
た
。
上
海
不
纏
足

會
成
立
以
前
に
廣
東
、
四
川
、
湖
南
で
は
纏
足
を
止
め
さ
せ
る
運
動
が
活
況
を
呈
し
て
い
た
、
と
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
の
最
大
の
難
鮎
は
四
川
の

こ
と
が
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
楊
興
梅
に
よ
る
清
末
四
川
の
纏
足
解
放
運
動
の
専
論
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

雨
氏
と
も
ど
う
し
て
こ
の
時
期
に
運
動
が
始
ま
っ
た
の
か
、
四
川
と
廣
東
の
運
動
に
開
係
は
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
は
答
え
て
く
れ
な

い
。
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四
川
叙
州
府
の
趙
麿
潭
が
「
勧
祥
纏
足
説
」
を
書
き
、
一
八
九
六
年
秋
以
降
天
足
會
が
そ
れ
を
各
地
に
配
布
し
た
経
緯
は
す
で
に
述
べ
た
。

趙
自
身
は
同
志
を
集
め
、
一
家
の
女
性
に
纏
足
を
許
さ
ず
、
娘
が
結
婚
す
る
と
き
は
新
郎
側
に
娘
が
生
ま
れ
た
ら
纏
足
を
さ
せ
な
い
と
い
う
誓

約
書
を
書
か
せ
る
約
束
を
立
て
た
と
い
う
。
リ
ト
ル
夫
人
の
お
膝
元
で
あ
っ
た
重
慶
で
は
、
天
足
會
が
一
八
九
五
年
か
ら
九
七
年
に
わ
た
っ
て

五
度
の
會
議
を
開
い
た
。
議
論
を
重
ね
た
末
、
中
國
人
自
身
が
外
國
人
と
は
別
に
會
を
組
織
す
る
の
が
現
段
階
の
運
動
に
と
っ
て
よ
い
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
梅
挙
人
な
る
人
物
が
纏
足
に
開
す
る
宣
言
を
書
き
、
一
八
九
七
年
四
月
一
一
日
の
『
新
聞
報
』
に
掲
載

し
た
。
二
、
三
日
の
う
ち
に
彼
は
三
七
名
の
賛
同
者
を
得
、
の
ち
南
川
で
も
多
く
の
賛
同
者
を
獲
得
し
た
。
彼
の
兄
も
熱
心
な
協
力
者
だ
っ
た
。

　

こ
の
梅
挙
大
と
は
お
そ
ら
く
梅
際
郁
で
あ
ろ
う
。
彼
は
の
ち
に
一
八
九
七
年
一
一
月
創
刊
の
維
新
派
の
新
聞
『
楡
報
』
の
副
主
筆
と
な
り
、

維
新
愛
法
を
大
い
に
鼓
吹
し
た
。
『
楡
報
』
で
は
天
足
會
の
動
向
を
度
々
傅
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
梅
と
の
開
係
が
推
測
さ
れ
る
。
一
八
九

八
年
一
月
七
日
、
梅
ら
一
八
人
は
重
慶
で
天
足
楡
會
を
設
立
、
同
會
は
一
九
〇
四
年
に
は
三
百
家
以
上
の
入
會
者
を
持
つ
に
至
る
。
『
チ
ャ
イ

ニ
ー
ズ
ー
レ
コ
ー
ダ
ー
』
の
傅
え
る
梅
の
會
と
こ
の
天
足
楡
會
と
の
開
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
前
者
が
一
八
九
八
年
に
至
っ
て
正
式
に
成

立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
名
前
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
営
時
中
國
を
席
捲
し
つ
つ
あ
っ
た
不
纏
足
會
の
四
川
支
部
と
い
う
よ
り
は
、
天

足
會
重
慶
支
部
の
中
國
人
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

廣
来
の
場
合
、
四
川
ほ
ど
は
っ
き
り
と
起
源
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
八
九
七
年
一
月
の
『
時
務
報
』
で
梁
啓
超
が
「
戒
纏

足
會
波
」
を
書
き
、
頼
振
音
〔
弼
形
〕
・
陳
款
庵
〔
汝
成
〕
が
創
っ
た
戒
纏
足
會
を
紹
介
し
た
。
梁
啓
超
は
光
緒
二
二
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に

か
け
て
、
西
暦
に
換
算
す
る
と
一
八
九
六
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
、
に
廣
来
へ
里
蹄
り
し
て
い
た
。
唐
才
常
が
の
ち
に
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
梁

啓
超
が
こ
の
波
を
書
い
た
の
は
、
頼
、
陳
が
上
海
へ
き
て
梁
に
語
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
こ
の
出
爽
事
は
里
蹄
り
の
と
き
で
は
な
く
、

梁
が
上
海
に
居
た
光
緒
二
二
年
一
〇
月
以
前
か
一
一
月
下
旬
に
起
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
梁
啓
超
が
戒
纏
足
會
の
話
を
聞
い
て
二
か
月
近

く
も
放
置
し
て
お
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
一
一
月
下
旬
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
一
八
九
六
年
末
頃
に
は
す
で
に
叡
百
人
の
賛

同
を
得
た
戒
纏
足
會
が
順
徳
懸
の
龍
山
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
廣
束
へ
の
里
蹄
り
は
別
の
意
味
で
梁
啓
超
に
纏
足
反
對
を
考
え
さ
せ
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る
き
っ
か
け
に
成
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
長
女
の
思
順
は
そ
ろ
そ
ろ
纏
足
を
始
め
る
年
頃
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、

　
　
　

「
侶
辨
順
徳
戒
纏
足
會
叙
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
ご
梁
啓
超
が
上
海
で
提
唱
し
、
廣
東
公
善
堂
を
「
分
會
」
と
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
梁
勣
穆
ら

　
　

が
順
徳
戒
纏
足
會
を
創
設
し
た
。
そ
し
て
「
龍
山
が
前
に
提
唱
し
、
〔
廣
東
の
〕
省
城
、
香
山
、
湊
門
、
〔
順
徳
懸
の
〕
陳
村
・
赤
花
等
が
こ
れ

　
　
　
　
　

（
8
8
）

　
　

に
嘸
じ
た
。
」
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
の
は
光
緒
二
三
年
五
月
二
〇
日
（
一
八
九
七
年
六
月
一
九
日
）
で
あ
る
か
ら
、
上
海
不
纏
足
會
が
正
式
に

　
　

設
立
さ
れ
る
直
前
に
廣
東
で
は
戒
纏
足
會
が
廣
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　

次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
彼
ら
に
影
響
を
輿
え
た
の
は
誰
で
あ
っ
た
か
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
誕
生
し
た
か
で
あ
る
。
登
起
人
の
一
人
陳
汝
成

　
　

は
康
有
馬
の
萬
木
草
堂
の
門
生
で
あ
る
。
よ
っ
て
常
然
な
が
ら
娘
に
纏
足
を
さ
せ
な
か
っ
た
康
有
馬
の
影
響
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
賓
際
、

　
　

高
洪
興
は
一
八
九
六
年
に
康
有
馬
と
康
廣
仁
が
創
設
し
た
弩
中
不
纏
足
會
に
呼
唐
し
て
龍
山
の
戒
纏
足
會
が
成
立
し
た
と
述
べ
る
。
た
だ
高
は

　
　

陳
汝
成
と
康
有
馬
と
の
開
係
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
軍
に
二
つ
の
出
来
事
が
起
き
た
時
間
と
場
所
が
近
似
し
て
い
た
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
に

　
　

推
測
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
一
つ
の
可
能
性
は
一
八
九
五
年
四
月
末
五
月
初
の
『
申
報
』
に
天
足
會
が
紹
介
さ
れ
、
六
月
に
は
『
萬
國
公
報
』
に

　
　
　

「
纏
足
雨
説
」
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
龍
山
戒
纏
足
會
創
設
の
一
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
直
接
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た

　
　

と
は
思
え
な
い
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
天
足
會
の
配
布
し
た
小
冊
子
の
影
響
で
あ
る
。

　
　
　

の
ち
に
上
海
不
纏
足
會
が
不
纏
足
運
動
の
歴
史
を
振
り
返
つ
た
な
か
で
、
四
川
の
趙
、
梅
が
相
次
い
で
會
を
作
り
、
ま
た
廣
東
人
の
陳
輝
庭

　
　

ら
が
上
海
で
會
を
作
り
、
昨
年
頼
振
盲
や
陳
獣
庵
が
順
徳
に
會
を
作
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
陳
輝
庭
は
す
な
わ
ち
上
海
招
商
局
の
陳
猷
で
あ
る
。

　
　

彼
は
一
八
九
一
年
に
同
局
の
商
董
に
就
任
し
て
い
る
。
リ
ト
ル
夫
人
に
よ
れ
ば
、
陳
猷
は
天
足
會
に
手
紙
を
書
い
て
、
み
ず
か
ら
「
勧
憚
纏
足

　
　

説
」
を
印
刷
し
て
故
郷
の
廣
東
で
配
り
た
い
と
申
し
出
た
。
天
足
會
が
「
勧
坪
纏
足
説
」
を
入
手
し
た
の
が
一
八
九
六
年
秋
頃
だ
か
ら
、
時
期

　
　

的
に
は
龍
山
戒
纏
足
會
設
立
の
直
前
で
あ
っ
た
。
リ
ト
ル
夫
人
は
「
一
年
ほ
ど
あ
と
、
廣
東
で
康
有
偏
に
よ
っ
て
不
纏
足
會
が
結
成
さ
れ
た
こ

　
　

と
を
聞
い
た
」
と
い
う
。
康
有
馬
が
廣
来
で
不
纏
足
會
を
作
っ
た
と
い
う
の
は
事
賓
誤
認
で
あ
る
が
、
リ
ト
ル
夫
人
は
自
分
た
ち
の
努
力
が
廣

2
8
1

　

東
で
の
纏
足
解
放
運
動
に
結
び
つ
い
た
と
認
識
し
て
い
た
。

　

一
方
ヽ
上
海
不
纏
足
會
も
頼
ヽ
陳
の
戒
纏
足
會
の
前
に
陳
輝
庭
を
挙
げ
て
い
る
か

-
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2
8
2

　

ら
、
廣
束
の
戒
纏
足
會
も
四
川
同
様
天
足
會
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　

中
國
人
自
身
は
不
纏
足
運
動
の
起
源
に
つ
い
て
様
々
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
潮
州
饒
平
の
不
纏
足
會
は
湖
北
・
湖
南
の
張
之
洞
、

　
　

鞘
建
の
陳
賓
深
、
上
海
の
梁
啓
超
、
湊
門
の
張
壽
波
、
廣
東
省
城
お
よ
び
南
海
・
順
徳
・
香
山
等
の
頼
振
簑
・
梁
部
穆
を
列
拳
し
な
張
之
洞

　
　

は
上
海
不
纏
足
會
へ
の
序
文
で
、
同
治
初
年
の
南
海
の
桂
文
耀
に
よ
る
上
奏
を
上
海
不
纏
足
會
に
先
ん
じ
る
試
み
と
し
て
畢
げ
、
さ
ら
に
光
緒

　
　

二
三
年
七
月
の
潮
州
府
知
府
李
土
彬
の
公
菓
を
あ
げ
る
な
ど
、
官
僚
主
導
の
側
面
を
強
調
し
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
上
海
不
纏
足
會
の
設
立
が

　
　

不
纏
足
運
動
の
急
速
な
登
展
に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
鮎
で
は
一
致
し
て
い
た
。
逆
に
言
え
ば
、
上
海
不
纏
足
會
こ
そ
不
纏
足
運
動
の

　
　

賓
質
的
な
起
勤
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
状
況
は
あ
ま
り
問
題
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

彼
ら
の
認
識
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
一
致
し
て
い
た
の
が
天
足
會
の
不
在
で
あ
る
。
張
之
洞
に
よ
る
上
海
不
纏
足
會
へ
の
序
文
（
『
時
務
報
』

　
　

三
九
、
『
知
新
報
』
三
二
）
に
附
さ
れ
た
上
海
不
纏
足
會
の
注
は
、
戊
戌
維
新
期
に
中
國
人
が
不
纏
足
運
動
の
起
源
を
述
べ
た
際
、
天
足
會
に
言

　
　

及
し
た
敷
少
な
い
事
例
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
リ
ト
ル
夫
人
が
『
時
務
報
』
に
寄
稿
し
た
も
の
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
リ
ト
ル
夫
人
は
趙
噌

　
　

渾
が
「
勧
悸
纏
足
説
」
を
書
い
て
同
志
と
立
約
し
た
こ
と
を
皐
げ
、
つ
い
で
梅
際
郁
（
原
文
は
「
米
孝
廉
」
）
、
陳
猷
の
功
績
を
説
く
。
一
方
、
上

　
　

海
不
纏
足
會
の
注
で
は
天
足
會
の
前
に
各
地
の
「
賢
達
」
の
事
績
を
置
き
、
あ
た
か
も
天
足
會
が
彼
ら
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
か
の
如
く

　
　

で
あ
っ
て
、
運
動
の
創
始
者
と
し
て
の
天
足
會
の
影
は
薄
い
。
上
海
不
纏
足
會
は
戊
戌
維
新
期
の
不
纏
足
會
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
が
、
こ

　
　

の
天
足
會
へ
の
言
及
は
他
の
不
纏
足
會
に
全
く
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
天
足
會
の
功
績
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
く
、
故
意
に
無
親

　
　

し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　

戊
戌
維
新
期
に
不
纏
足
會
が
叢
生
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
光
緒
二
三
年
六
月
一
日
の
上
海
不
纏
足
會
設
立
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
駆

　
　

け
て
『
時
務
報
』

　

一
六
冊
（
光
緒
二
二
年
一
二
月
一
日
）
に
梁
啓
超
は
「
戒
纏
足
會
波
」
と
い
う
文
章
を
登
表
し
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し

　
　

た
。
纏
足
は
刑
罰
に
等
し
く
、
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
の
「
以
石
雁
首
」
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ル
セ
ッ
ト
と
な
ら
ぶ
「
三
刑
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
　

纒
足
の
起
源
は
卑
賤
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
千
年
に
も
わ
た
っ
て
害
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
人
の
性
が
悪
い
の
で
は
な
く
、

-
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習
慣
に
よ
り
そ
う
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
中
國
の
積
弱
は
今
日
頂
鮎
に
達
し
て
い
る
。
國
の
基
礎
を
強
化
す
る
に
は
人
材
が
必
要
で
、
そ

　
　

の
た
め
に
は
幼
兄
教
育
が
、
幼
兄
教
育
に
は
母
と
し
て
の
道
が
、
母
と
し
て
の
道
の
た
め
に
は
女
子
教
育
が
必
要
で
あ
る
。
世
界
は
い
ま
升
平

　
　

世
に
入
っ
て
お
り
、
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
れ
ら
の
悪
風
が
除
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
ま
頼
、
陳
の
二
人
が
人
々
を

　
　

こ
の
魔
習
か
ら
救
う
べ
く
、
戒
纏
足
會
を
作
っ
た
。
三
〇
年
後
に
は
き
っ
と
み
な
が
こ
の
二
人
を
祭
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
、
と
。

　
　
　

梁
啓
超
の
議
論
は
決
し
て
猫
創
的
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
纏
足
を
「
世
界
」
の
中
に
お
い
て
考
え
る
鮎
、
刑
罰
に
な
ぞ
ら
え
る
黙
、

　
　

纏
足
を
禁
じ
て
女
子
教
育
を
振
興
す
べ
き
と
説
く
鮎
な
ど
は
、
一
八
八
〇
年
に
鄭
観
慮
が
『
易
言
』
「
論
裏
足
」
の
な
か
で
述
べ
た
と
こ
ろ
に

　
　

一
致
す
る
。
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
宣
教
師
や
中
國
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
『
萬
國
公
報
』
の
な
か
で
展
開
し
た
議
論
と
も
共
通
す
る
黙
は
多
い
。
ま

　
　

た
中
國
と
い
う
國
家
の
衰
弱
と
纏
足
と
を
結
び
つ
け
る
議
論
は
日
清
戦
争
後
の
西
洋
人
た
ち
の
間
で
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
。
「
戒
纏
足
會
波
」

　
　

の
議
論
は
梁
啓
超
猫
自
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
営
時
の
一
部
の
知
識
人
（
西
洋
人
を
含
む
）
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
が

　
　

か
く
も
大
き
な
影
響
を
具
え
た
の
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
っ
た
。
知
識
人
た
ち
の
危
機
意
識
は
『
盛
世
危
言
』
の
書
か
れ
た
頃
と
は
比
較
に

　
　

な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
く
な
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
『
時
務
報
』
と
い
う
影
響
力
の
強
い
媒
豊
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
俊
傑
」

　
　

梁
啓
超
が
説
得
的
で
魅
力
あ
る
文
章
に
仕
立
て
た
こ
と
、
な
ど
が
拳
げ
ら
れ
る
。
女
子
教
育
の
必
要
性
を
唱
え
た
「
論
女
學
」
（
『
時
務
報
』
二

　
　

五
）
で
は
「
纏
足
が
一
日
と
し
て
愛
わ
ら
ざ
れ
ば
、
女
學
は
一
日
と
し
て
立
た
ず
」
と
述
べ
、
纏
足
と
女
子
教
育
が
對
立
関
係
に
あ
る
こ
と
、

　
　

そ
し
て
そ
れ
が
國
家
の
将
来
と
密
接
に
開
係
す
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
た
が
、
こ
う
し
た
議
論
は
多
く
の
中
國
知
識
人
に
と
っ
て
新
鮮
だ
っ
心
一

　
　
　

四
か
月
後
、
梁
啓
超
た
ち
は
「
試
辨
不
纏
足
會
簡
明
章
程
」
を
登
表
し
た
。
同
章
程
第
一
條
で
は
會
の
設
置
目
的
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

纏
足
の
風
習
は
も
と
も
と
人
情
の
楽
し
む
所
で
は
な
か
っ
た
が
、
長
ら
く
習
俗
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
纏
足
し
な
け
れ
ば
結
婚
で
き
な
い
。

　
　

そ
こ
で
會
員
聞
で
婚
姻
で
き
る
よ
う
に
し
、
纏
足
し
な
け
れ
ば
結
婚
で
き
な
く
な
る
と
い
う
懸
念
が
な
く
な
れ
ば
、
こ
の
軽
薄
な
風
習
も
改
ま

　
　

る
で
あ
ろ
う
、
と
。
す
な
わ
ち
纏
足
解
放
の
最
大
の
障
害
が
結
婚
に
あ
り
、
結
婚
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
不
纏
足
會
の
目
的
で
あ
る
と
明
言

2
8
3

　

し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
不
纏
足
會
」
と
い
う
名
栴
が
始
め
て
現
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
従
来
、
纏
足
解
放
運
動
を
指
す
言
葉
と
し
て
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2
8
4

　

「
戒
纏
足
」
「
天
足
」
「
不
裏
足
」
「
禁
裏
足
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
早
く
に
纏
足
解
放
を
唱
え
た
陳
軋
は
汪
康
年
へ
の
書

　
　

簡
の
中
で
、
か
つ
て
用
い
た
「
弛
女
足
」
よ
り
も
「
戒
纏
足
」
の
方
が
名
義
が
廣
く
て
よ
い
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
上
海
不
纏
足
會
の
創
設
前

後
に
同
會
を
「
禁
纏
足
會
」
「
戒
纏
足
會
」
と
呼
ん
だ
事
例
も
あ
り
、
「
不
纏
足
」
と
い
う
言
葉
が
ま
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。
わ
ざ
わ
ざ
新
語
を
創
出
し
だ
の
は
、
従
来
の
纏
足
解
放
運
動
、
と
り
わ
け
天
足
會
と
一
線
を
書
す
る
意
圖
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

「
不
纏
足
」
と
い
う
言
葉
は
上
海
不
纏
足
會
の
登
展
と
と
も
に
廣
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
纏
足
解
放
運
動
の
代
名
詞
に
な
っ
た
。

　

不
纏
足
會
は
も
と
も
と
光
緒
二
三
年
五
月
一
日
に
開
設
を
慄
定
し
て
い
た
が
、
多
く
の
意
見
を
集
め
て
章
程
を
定
め
た
い
と
の
理
由
に
よ
り
、

一
か
月
後
の
六
月
一
日
に
よ
う
や
く
成
立
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
登
起
人
は
一
一
名
で
梁
啓
超
の
ほ
か
、
郡
凌
潅
、
張
通
典
、
呉
樵
、
譚
嗣
同
、

汪
康
年
、
龍
深
厚
、
頼
振
簑
、
康
廣
仁
、
張
壽
波
、
寥
孟
華
が
名
を
連
ね
た
。
董
事
の
總
敷
は
二
六
三
名
に
の
ぽ
り
、
會
員
敷
は
三
〇
萬
に
達

し
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
最
初
は
事
務
所
を
時
務
報
館
に
お
き
、
汪
詰
年
が
事
務
を
代
行
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
大
同
詳
書
局
に
移
し
同
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
0
7
）

　
　

】

経
理
の
康
廣
仁
が
事
務
を
複
富
し
か
。
そ
の
理
由
は
『
時
務
報
』
は
仕
事
が
多
く
こ
れ
以
上
負
揃
を
増
や
し
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
1
0
8

不
纏
足
會
が
急
速
に
登
展
し
た
様
子
は
以
下
の
記
述
か
ら
も
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　

こ
の
時
、
賛
意
を
表
明
し
、
あ
る
い
は
疑
問
鮎
を
列
挙
し
て
と
も
に
論
じ
合
お
う
と
す
る
各
地
の
士
人
た
ち
の
書
簡
は
、
ほ
と
ん
ど
日
に

　
　

何
度
と
な
く
配
達
さ
れ
て
き
た
。
姓
名
を
書
き
出
し
て
會
の
名
簿
に
載
せ
て
も
ら
お
う
と
す
る
者
や
、
教
導
を
己
が
任
と
な
し
、
會
の
理

　
　

事
に
名
を
連
ね
よ
う
と
す
る
者
に
至
っ
て
は
、
と
り
わ
け
敷
え
切
れ
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
會
務
の
登
展
は
、
ま
こ
と
に
「
朝
を
崇
え
ず
し

　
　

て
遠
近
に
遍
し
」
と
い
う
感
慨
を
抱
か
せ
る
も
の
だ
っ
た
。

不
纏
足
會
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
を
誰
も
慄
想
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
営
時
の
い
わ
ゆ
る
「
學
會
」
の
な
か

で
不
纏
足
會
の
會
員
敷
は
ず
ば
抜
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
時
務
報
』
を
離
れ
て
湖
南
へ
向
か
う
梁
啓
超
が
不
纏
足
會
の
事
務
を
大
同
詳
書
局

に
移
し
た
の
は
、
こ
の
有
望
な
會
を
汪
康
年
の
『
時
務
報
』
の
も
と
に
置
い
て
お
き
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
時
務
報
』
は

不
纏
足
會
の
事
務
を
移
管
し
て
か
ら
も
、
董
事
と
獣
金
者
の
リ
ス
ト
を
掲
載
し
、
不
纏
足
會
の
窓
口
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
績
け
た
。



　

不
纏
足
會
は
地
方
で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
。
鄙
章
は
不
纏
足
會
が
成
立
し
て
ま
も
な
い
頃
、
汪
康
年
に
宛
て
た
書
簡
で
、
會

員
名
簿
を
早
く
逍
っ
て
く
だ
さ
い
、
こ
ち
ら
で
は
尋
ね
る
も
の
が
多
い
で
す
、
と
記
し
た
。
し
か
し
九
月
末
の
書
簡
で
は
、

　
　

杭
州
で
は
風
気
が
開
け
て
い
な
い
の
で
不
纏
足
會
を
宜
と
す
る
者
が
極
め
て
少
な
い
の
で
す
。
膳
建
や
廣
東
で
は
す
で
に
士
大
夫
の
間
で

　
　

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
頃
禰
州
か
ら
来
た
も
の
が
い
て
、
〔
禰
州
の
不
纏
足
會
は
〕
み
な
「
且
紳
」
が
創
め
た
も
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ｍ
）

　
　

杭
州
の
紳
士
は
な
お
妨
害
す
る
の
に
暇
が
な
く
、
提
唱
す
る
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
訴
え
て
い
る
。
禰
州
で
は
高
鳳
謙
が
奔
走
し
て
い
た
。

　
　

今
あ
な
た
が
こ
の
會
を
創
始
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
も
と
よ
り
入
會
し
て
助
力
し
、
繩
建
に
廣
め
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
〔
私
の
〕
名

　
　

望
が
低
い
た
め
に
、
こ
の
こ
と
を
提
唱
す
る
に
は
不
十
分
で
す
。
…
…
’
」
ち
ら
で
は
纏
足
を
し
て
い
な
い
者
は
は
な
は
だ
少
な
く
、
鳳
謙

　
　

の
知
る
と
こ
ろ
で
は
た
だ
一
一
歳
に
な
る
季
渚
〔
魏
瀬
〕
の
娘
だ
け
で
す
。
昨
日
、
伯
潜
〔
陳
賓
珠
〕
と
こ
の
事
を
論
じ
、
伯
潜
も
納
得
し

　

一

　
　

て
、
意
気
盛
ん
で
し
た
。
陳
氏
は
禧
建
の
名
望
家
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
し
提
唱
に
乗
り
出
し
て
く
れ
れ
ば
、
き
っ
と
速
や
か
に
廣
ま
る

　

1
0
9

　
　

陳
賓
珠
は
『
時
務
報
』
三
一
（
光
緒
二
三
年
六
月
一
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
董
事
名
簿
に
名
前
を
列
ね
て
い
る
。
高
鳳
謙
は
五
月
末
に
汪
康
年
に
不

　
　

纏
足
會
草
籍
を
逡
る
よ
う
手
紙
を
だ
し
、
さ
ら
に
九
月
初
に
は
追
加
で
頼
ん
だ
草
籍
三
〇
冊
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
順
調
に
會
員
敷
を
伸
ば
し

　
　
　
　
　

（
1
1
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
1
4
）

　
　

て
い
た
。
不
纏
足
會
の
會
員
を
募
る
一
方
で
、
禰
州
に
も
會
を
創
っ
た
。

　
　
　
　

高
鳳
謙
の
よ
う
に
発
起
人
と
直
接
に
関
係
の
あ
っ
た
者
ば
か
り
が
會
員
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
讃
者
は
、
『
時
務
報
』
を
讃
ん
で

　
　

不
纏
足
會
の
存
在
を
知
り
、
郷
里
で
活
動
し
た
結
果
百
除
人
の
人
會
希
望
者
を
集
め
た
。
彼
自
身
、
何
と
い
う
人
物
を
通
じ
て
『
時
務
報
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
1
5
）

　
　

董
事
と
し
て
名
前
を
掲
載
し
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
草
籍
を
二
、
三
冊
逡
る
よ
う
依
頼
し
た
。
『
時
務
報
』
の
寄
付
者
名
簿
を
分
析
し
た
呉
廷
嘉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
1
6
）

　
　

は
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
肩
書
き
の
な
い
名
前
が
噌
え
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
運
動
の
支
持
者
の
範
囲
が
量
的
に
も
質
的
に
も
摘

2
8
5

　

大
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
戊
戌
維
新
期
、
梁
啓
超
ら
は
新
聞
を
攘
鮎
に
言
論
活
動
を
繰
り
廣
げ
た
が
、
そ
れ
は
従
来
に
な
い
政
治



2
8
6

　

1
　
加
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
不
纏
足
會
は
新
聞
を
通
し
て
匿
名
の
讃
者
に
働
き
か
け
、
多
数
の
人
々
の
支
持
を
得
た
。
不
纏
足
會
に
お
け
る
新

　
　

聞
の
重
要
性
は
、
通
信
手
段
の
増
加
と
中
國
語
新
聞
の
捺
大
に
よ
り
、
十
年
の
う
ち
に
纏
足
の
習
慣
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

　
　

Ｌ
ｉ
ａ
ｎ
ｇ
　
K
i
-
i
n
の
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

纏
足
し
な
い
女
性
の
結
婚
を
保
障
す
る
こ
と
で
纏
足
の
悪
習
を
な
く
す
と
い
う
不
纏
足
會
の
戦
略
に
お
い
て
、
會
員
の
獲
得
と
會
員
名
簿
の

　
　

作
成
は
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
會
員
名
簿
は
結
婚
相
手
の
選
挿
と
い
う
本
末
の
目
的
の
ほ
か
に
、
會
員
獲
得
に
も
役
立
っ
た
。
王
景
訴
は
汪

　
　

康
年
に
「
董
事
は
『
時
務
報
』
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
っ
た
い
人
會
者
が
最
近
ど
れ
く
ら
い
の
人
敷
に
な
っ
た
か
教
え
て
い
た
だ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
1
8
）

　
　

た
い
。
そ
れ
を
聞
い
て
鼓
舞
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
」
と
語
っ
て
い
る
。
名
簿
、
あ
る
い
は
『
時
務
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
董
事
の
一
覧
は

　
　

多
く
の
人
を
ひ
き
つ
け
た
が
、
一
方
で
不
純
な
動
機
に
よ
る
入
會
を
生
む
こ
と
に
も
な
っ
た
。
「
湖
南
不
纏
足
會
婚
娶
章
程
」
に
は
、
會
員
だ

　
　

か
ら
と
い
っ
て
婚
姻
を
強
制
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
有
力
者
と
婚
姻
開
係
を
結
ぶ
た
め
に
不
纏
足
會
に
入
る
も
の

　
　

が
い
る
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
不
纏
足
會
が
こ
れ
ほ
ど
力
を
入
れ
た
名
簿
で
あ
っ
た
が
、
結
局
完
成
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
よ

　

不
纏
足
會
は
纏
足
禁
止
の
上
論
を
得
る
こ
と
に
も
力
を
注
い
だ
。
最
終
的
に
は
、
一
八
九
八
年
八
月
一
三
日
（
光
緒
二
四
年
六
月
二
六
日
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
謳
）

康
有
篤
が
「
請
禁
婦
女
裏
足
摺
」
を
上
奏
し
、
つ
い
に
纏
足
禁
止
の
上
論
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
時
す
で
に
渥
か
っ
た
。

　

張
鳴
か
「
男
人
的
不
纏
足
運
動
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
不
纏
足
會
は
男
性
の
會
で
あ
っ
た
。
張
鳴
は
女
性
は
寄
付
と
い
う
形
で
開
わ
っ
た
だ

け
で
女
性
の
會
員
は
い
な
か
っ
た
と
す
る
。
楊
興
梅
は
そ
れ
に
反
論
し
た
が
、
彼
女
が
示
し
か
事
例
は
戊
戌
政
愛
以
後
の
も
の
で
反
論
に
な
っ

て
い
な
い
。
女
性
會
具
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
王
爾
敏
が
示
し
た
湖
南
不
纏
足
會
會
員
名
簿
の
約
コ
ー
五
〇
名
の
中
に
七
名
の
女
性
を
確
認
で

き
る
。
だ
が
問
題
は
女
性
會
員
の
有
無
で
は
な
く
、
寄
付
金
を
出
し
不
纏
足
會
と
連
動
し
た
女
學
堂
や
『
女
學
報
』
な
ど
に
闘
わ
っ
だ
董
事
の

妻
た
ち
が
會
具
に
な
れ
な
か
っ
た
鮎
に
あ
る
。
不
纏
足
會
は
結
婚
の
保
障
を
目
的
に
し
て
お
り
、
會
員
は
個
人
で
は
な
く
家
を
代
表
し
て
參
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
2
3
）

し
た
と
い
う
理
由
も
考
え
ら
れ
る
が
十
分
で
は
な
い
。
別
の
理
由
、
つ
ま
り
天
足
會
と
の
開
係
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

-
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女
性
の
不
在
は
、
纏
足
解
放
の
具
雅
的
側
面
に
つ
い
て
考
慮
が
行
き
届
か
な
い
と
い
う
弊
害
を
も
た
ら
し
た
。
ど
の
よ
う
に
纏
足
を
解
け
ば

　
　

い
い
の
か
、
纏
足
を
解
い
た
後
、
何
を
履
き
何
を
着
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
う
し
た
鮎
に
つ
い
て
章
程
で
は
何
も
鯛
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
鮎

　
　

は
靴
の
コ
ン
テ
ス
ト
を
開
催
し
た
天
足
會
と
對
照
的
で
あ
る
。
「
不
纏
足
會
章
程
を
見
て
、
は
な
は
だ
我
が
意
を
得
た
が
、
た
だ
装
飾
の
こ
と

　
　

に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
、
や
や
遺
憾
で
あ
ら

Ｉ

と
い
う
感
想
は
、
賓
際
に
纏
足
解
放
を
試
み
よ
う
と
し
た
人
な
ら
誰
し
も
抱
い
た
は
ず
で
あ

　
　

る
。
そ
も
そ
も
不
纏
足
會
の
最
終
的
な
目
的
は
國
家
を
滅
亡
か
ら
救
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
會
員
は
纏
足
反
對
や
女
性
解
放
に
賛
同
し
た
と
い
う

　
　

よ
り
は
、
國
家
を
救
済
す
る
と
い
う
目
的
に
賛
同
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

不
纏
足
運
動
か
も
っ
と
も
盛
ん
だ
っ
た
の
は
湖
南
で
あ
る
。
光
緒
二
三
年
三
月
（
一
八
九
八
年
四
月
）
、
『
湘
報
』
館
に
湖
南
不
纏
足
總
會
が

　
　

設
置
さ
れ
た
。
『
湘
報
』
二
八
琥
に
掲
載
さ
れ
た
「
湖
南
不
纏
足
總
會
董
事
題
名
」
に
は
。
黄
濾
憲
、
徐
仁
鋳
、
。
熊
希
齢
、
。
梁
啓
超
、
。
譚
嗣

　
　

同
、
‘
郡
代
鈎
、
唐
才
常
、
畢
永
年
、
蔡
鐘
溶
、
焚
錐
、
羅
案
、
。
張
通
典
、
曾
慶
榜
、
易
鼎
、
楊
敏
麟
、
劉
善
法
の
名
が
畢
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

う
ち
「
こ
を
つ
け
た
六
名
が
上
海
不
纏
足
會
の
董
事
で
あ
る
。
『
湘
報
』
で
は
引
き
績
い
て
二
日
後
の
第
三
〇
琥
に
「
湖
南
不
纏
足
會
簡
明

　
　

章
程
」
を
掲
載
、
そ
の
後
半
年
あ
ま
り
の
間
に
、
各
地
に
不
纏
足
會
が
誕
生
し
た
。
各
會
の
規
模
は
、
湖
南
不
纏
足
會
が
九
百
腺
人
、
部
陽
は

　
　

董
事
が
敷
百
人
、
渕
陽
は
入
籍
者
敷
百
家
、
新
化
は
名
前
の
わ
か
る
董
事
が
二
六
〇
名
、
「
楽
従
者
」
数
平
戸
と
い
ず
れ
も
わ
ず
か
な
期
間
に

　
　

極
め
て
多
数
の
入
會
者
を
獲
得
し
た
。

　
　
　

湖
南
の
不
纏
足
會
が
か
く
も
盛
ん
だ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
営
地
の
高
官
の
支
持
を
得
て
、
あ
る
場
合
に
は
半
ば
強
制
的
に
組
織
さ
れ
た
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
2
5
）

　
　

で
あ
る
。
新
化
の
不
纏
足
會
が
極
め
て
多
く
の
入
會
者
を
得
た
の
も
、
知
懸
の
お
墨
付
き
を
得
た
の
が
一
因
で
あ
る
。
な
か
で
も
纏
足
解
放
を

　
　

強
制
し
よ
う
と
試
み
た
湘
郷
不
纏
足
會
は
、
不
纏
足
運
動
の
隠
れ
た
一
面
を
か
い
ま
み
せ
て
く
れ
る
。
「
湘
郷
團
防
總
局
酌
議
不
纏
足
條
例
」

　
　

の
第
一
條
で
は
、
不
纏
足
會
が
「
各
大
憲
」
「
邑
箪
」
か
ら
の
指
示
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
運
動
が
團
防
局
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
３
）

　
　

さ
ら
に
「
甘
結
」
「
聯
結
」
な
ど
の
文
書
に
よ
り
連
帯
責
任
を
課
し
、
纏
足
の
解
放
が
強
制
的
に
賓
行
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
八
歳
以
下

2
8
7

　

の
少
女
は
全
て
纏
足
を
解
か
ね
ば
な
ら
ず
、
參
に
戸
別
訪
問
に
よ
り
賓
施
の
有
無
が
確
認
さ
れ
る
。
も
し
違
反
す
れ
ば
、
罰
金
も
し
く
は
「
游

1ｎ－-



　
　

（
Ｕ
）

2
8
8

　

團
」
な
ど
の
措
置
が
課
さ
れ
、
連
帯
責
任
も
容
赦
な
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　

そ
も
そ
も
黄
蓮
憲
は
「
勧
導
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
決
し
て
強
制
を
意
圖
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
湖
南
で
不
纏
足
運
動
か
エ
ス
カ

　
　

レ
ー
ト
し
た
背
景
に
は
新
蕪
雨
派
の
深
刻
な
對
立
が
あ
っ
た
。
湖
南
で
他
省
に
先
駆
け
て
新
政
が
推
進
さ
れ
た
の
は
地
方
官
の
意
向
が
大
き
く

　
　
　
　
　
　
　

（
1
2
8
）

　
　

作
用
し
た
が
、
逆
に
言
え
ば
、
地
方
官
が
愛
わ
れ
ば
新
政
が
簡
軍
に
無
に
蹄
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
湘
郷
に
お
け
る
強
制
的
な
纏
足
解
放
は
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
2
9
）

　
　

新
派
の
最
後
の
あ
が
き
で
あ
っ
た
。

　
　
　

湘
郷
の
不
纏
足
運
動
は
特
殊
な
例
外
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
運
動
の
特
徴
を
鮮
明
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
不
纏
足
運
動
は
維
新
派
の
政

　
　

治
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
で
あ
り
、
彼
ら
の
政
治
活
動
と
不
印
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た
。
維
新
派
に
属
さ
な
い
人
々
か
ら
見
れ
ば
、
不
纏
足
運
動

　
　

に
は
維
新
派
の
刻
印
が
は
っ
き
り
と
押
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
湖
南
で
梁
啓
超
ら
に
對
抗
し
た
葉
徳
輝
は
中
國
が
強
く
な
る
に
は
「
製
造
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
川
）

　
　

の
振
興
が
不
可
訣
で
あ
り
、
易
服
や
不
纏
足
で
は
強
く
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
葉
に
と
っ
て
不
纏
足
會
は
女
性
解
放
運
動
で
は
な
く
維
新
派
の

　
　

政
治
運
動
の
代
表
で
あ
っ
た
。
戊
戌
政
愛
後
に
書
か
れ
た
「
論
康
有
鶏
大
逆
不
道
事
」
で
は
、
國
家
に
代
わ
っ
て
纏
足
を
禁
止
す
る
と
い
う
行

　
　

鶏
が
「
匹
夫
が
國
家
と
抗
す
る
」
と
し
て
國
家
に
對
す
る
反
逆
だ
と
告
発
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
不
纏
足
運
動
か
國
家
レ
ベ
ル
の
政
治
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
3
1
）

　
　

に
昇
華
し
、
女
性
解
放
と
い
う
覗
鮎
を
全
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
湖
南
に
お
い
て
維
新
派
が
官
の
支
持
を
受
け
る
と
、
不
纏
足
運
動
は

　
　

容
易
に
抑
墾
の
手
段
へ
と
韓
化
し
た
。
そ
れ
は
女
性
に
向
け
ら
れ
た
運
動
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
戊
戌
政
愛
に
よ
っ
て
維
新
派
の
政
治

　
　

活
動
が
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
と
、
不
纏
足
運
動
も
事
賓
上
停
滞
を
詮
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
維
新
派
の
政
治
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
と
し

　
　

て
の
不
纏
足
運
動
の
営
然
の
蹄
結
で
あ
っ
た
。

　
　
　

最
後
に
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
不
纏
足
會
が
隆
盛
し
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
戊
戌
維
新
期
に
こ
の
よ
う
な
形
で
不
纏
足
運
動
か
展
開
す
る

　
　

に
は
い
く
つ
か
の
前
提
を
必
要
と
し
た
。
戊
戌
維
新
期
の
不
纏
足
會
が
従
来
の
中
國
人
に
よ
る
纏
足
解
放
の
試
み
と
決
定
的
に
異
な
る
鮎
は
、

　
　

そ
れ
が
「
學
會
」
と
い
う
組
織
形
態
を
採
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
張
玉
法
に
よ
れ
ば
、
學
會
は
一
八
九
五
年
一
一
月
に
創
設
さ
れ
た
北
京
強
學
會

　
　

を
嗜
矢
と
す
る
。
の
ち
北
京
、
上
海
の
強
學
會
が
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
で
一
時
停
滞
す
る
が
、
一
八
九
七
年
に
瓜
分
の
危
機
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
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學
會
が
次
々
と
設
立
さ
れ
た
。
清
朝
は
も
と
も
と
結
社
を
禁
止
し
て
い
た
が
、
光
緒
帝
が
愛
法
を
決
意
し
「
會
禁
」
が
事
賓
上
緩
ま
っ
た
こ
と

　
　

か
ら
、
よ
う
や
く
學
會
が
公
に
活
動
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
懸
組
織
の
鮎
か
ら
言
え
ば
、
戊
戌
維
新
期
以
前
に
は
不
纏
足
會
の
よ
う
な
組

　
　

織
に
よ
っ
て
活
動
で
き
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
。
『
時
務
報
』
に
代
表
さ
れ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
勃
興
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
も
し
中
國
人

　
　

が
自
ら
の
政
論
を
吐
露
で
き
る
『
時
務
報
』
の
よ
う
な
媒
穀
が
な
か
っ
た
ら
、
運
動
は
局
地
的
な
も
の
に
終
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

學
會
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
ハ
ー
ド
面
の
條
件
だ
と
す
れ
ば
、
纏
足
の
位
置
付
け
の
愛
化
は
ソ
フ
ト
面
の
條
件
で
あ
っ
た
。
西
洋
人
に
よ
る
纏

　
　

足
解
放
運
動
は
主
と
し
て
、
人
道
的
、
衛
生
的
、
醤
學
的
、
キ
リ
ス
ト
教
的
理
由
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
中
國
人
と
り
わ
け

　
　

社
會
に
影
響
力
を
持
つ
士
大
夫
に
と
っ
て
あ
ま
り
魅
力
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
戊
戌
維
新
期
の
纏
足
解
放
運
動
は
纏
足
を
國
家
と
結
び
つ

　
　

け
る
こ
と
で
、
纏
足
を
士
大
夫
の
言
説
の
な
か
に
取
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
う
し
た
議
論
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
日
清
戦
争

　
　

に
お
け
る
敗
北
・
挫
折
を
経
験
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
纏
足
は
國
家
の
命
運
を
左
右
す
る
一
大
事
と
な
り
、
士
大
夫
が
公
の
場
で
正
々
堂
々
と

　
　

議
論
で
き
る
話
題
と
な
っ
た
。
彼
ら
が
國
家
の
た
め
に
何
か
し
な
け
れ
ば
と
考
え
て
い
た
と
き
に
、
不
纏
足
會
は
も
っ
と
も
手
近
な
解
決
方
法

　
　

を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ｍ
一
）

　
　
　

纒
足
に
か
わ
っ
て
女
學
と
い
う
新
し
い
理
想
の
女
性
像
を
提
示
し
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
西
洋
の
教
育
を
受
け
西
洋
人
と
對
等

　
　

に
付
き
合
え
る
彼
女
た
ち
は
一
見
傅
統
的
な
「
才
女
」
と
は
全
く
違
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
儒
教
と
い
う
指
標
に
よ
り
西
洋
と
は
嘔
別
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
3
4
）

　
　

新
し
い
中
國
の
女
性
で
あ
っ
た
。
不
纏
足
が
「
大
脚
＝
婢
妾
」
を
連
想
さ
せ
た
飲
會
に
お
い
て
、
儒
数
的
價
値
観
の
範
関
内
で
纏
足
に
か
わ
る

　
　

新
た
な
女
性
の
理
想
像
を
提
出
し
、
纏
足
（
解
放
運
動
）
に
ま
つ
わ
る
観
念
を
愛
え
た
こ
と
は
戊
戌
維
新
期
の
不
纏
足
會
の
最
大
の
貢
献
と
い

　
　

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　

纏
足
に
つ
い
て
の
新
し
い
考
え
方
が
、
新
し
い
媒
豊
を
通
し
て
攘
散
さ
れ
、
新
し
い
組
織
を
通
じ
て
結
合
し
た
。
ハ
ー
ド
面
、
ソ
フ
ト
面
に

　
　

お
け
る
西
洋
の
直
接
・
間
接
の
影
響
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
不
纏
足
運
動
か
誕
生
し
た
が
、
そ
の
直
接
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
が
天
足

2
8
9

　

會
で
あ
っ
た
。

－n3－



290

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

天
足
會
と
不
纏
足
會

　

最
後
に
不
纏
足
會
と
天
足
會
の
開
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
天
足
會
は
一
貫
し
て
中
國
知
識
人
に
期
待
の
目
を
向
け
績
け
た
。
リ
ト
ル

夫
人
は
一
八
九
七
年
七
月
の
『
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
ー
レ
コ
ー
ダ
ー
』
に
「
『
時
務
報
』
と
い
う
新
し
い
雑
誌
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
投
稿
を
歓

迎
し
て
い
る
」
と
書
き
、
同
誌
の
讃
者
に
も
投
稿
を
勧
め
て
い
る
。
彼
女
自
身
、
同
年
四
月
刊
行
の
『
時
務
報
』
に
「
勧
中
國
女
子
不
宜
纏

足
」
を
投
稿
し
、
翌
月
に
は
天
足
會
の
登
起
人
一
同
の
名
義
で
「
中
國
婦
女
宜
戒
纏
足
説
」
を
投
稿
し
た
。
ま
た
張
之
洞
の
「
上
海
不
纏
足
會

波
」
を
「
勧
鐸
纏
足
説
」
よ
り
さ
ら
に
影
響
力
が
あ
る
と
認
め
、
大
量
に
印
刷
し
て
配
布
し
た
。
一
八
九
七
年
コ
ー
月
に
開
か
れ
た
最
初
の
天

足
會
の
大
會
で
は
、
不
纏
足
會
の
Ｌ
ｉ
ａ
ｎ
ｇ
　
K
i
-
i
n
な
る
人
物
が
招
か
れ
、
中
國
の
知
識
人
た
ち
が
纏
足
の
問
題
に
取
り
組
み
始
め
、
不
纏
足
會

が
設
立
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
リ
ト
ル
夫
人
は
天
足
會
の
門
戸
を
中
國
人
に
も
開
放
し
て
お
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
中
國
人
（
男
性
）
に
運

普
を
任
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
3
8
）

　

し
か
し
不
纏
足
會
側
の
態
度
は
協
力
的
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
纏
足
解
放
運
動
の
位
置
付
け
の
違
い
で
あ
る
。
天
足

會
に
と
っ
て
纏
足
解
放
は
目
的
で
あ
っ
た
が
、
不
纏
足
會
に
と
っ
て
そ
れ
は
國
家
救
亡
の
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
天
足
會
は
纏
足
解
放
と
い

う
目
的
の
た
め
に
不
纏
足
會
と
協
力
で
き
た
が
、
不
纏
足
會
は
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
纏
足
の
位
置
付
け
の
違
い
で

あ
る
。
先
に
引
い
た
「
戒
纏
足
會
波
」
で
梁
啓
超
は
纏
足
を
、
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
の
「
以
石
歴
首
」
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ル
セ
ッ
ト
と
並
べ

て
論
じ
た
。
つ
ま
り
彼
は
纏
足
を
ど
の
國
に
も
存
在
す
る
階
習
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
「
其
地
の
好
義
の
士
が
お
の

お
の
群
力
を
合
わ
せ
て
」
と
り
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
り
、
外
國
人
が
口
を
挾
む
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
天
足

會
は
纏
足
を
中
國
の
野
恨
・
未
開
の
象
徴
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
れ
は
｝
國
の
問
題
で
は
な
く
、
人
類
共
通
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
天

足
會
は
會
員
の
國
籍
・
階
級
を
問
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
不
纏
足
會
に
と
っ
て
、
天
足
會
の
と
り
く
み
は
諸
外
國
に
恥
を
さ
ら
し
、
中
國
人

が
自
ら
を
愛
え
る
能
力
が
な
い
こ
と
を
示
す
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
雨
者
が
纏
足
解
放
と
い
う
目
的
の
た
め
に
協
力
し
合
う
の
は
望
む
べ
く

-
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も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　

不
纏
足
會
は
中
國
人
に
よ
る
中
國
（
人
）
の
た
め
の
運
動
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
正
営
化
さ
れ
多
く
の
知
識
人
に
支
持
さ
れ
え
た
。

　
　

し
か
し
纏
足
解
放
運
動
は
外
國
人
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
運
動
そ
れ
自
健
に
外
國
の
刻
印
が
押
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
運
動
を

　
　

推
進
す
る
際
に
は
外
國
を
連
想
さ
せ
る
も
の
を
極
力
排
除
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
「
衡
山
不
纏
足
會
條
約
」
が
「
こ
の
會
を
設
け
た
の
は
、
西

　
　

人
に
法
る
の
で
は
な
く
、
古
人
に
法
る
の
だ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
言
明
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
リ

　
　
　

梁
啓
超
は
「
記
江
西
康
女
士
」
（
『
時
務
報
』
二
こ
で
康
愛
徳
と
石
美
玉
を
新
し
い
中
國
女
性
の
理
想
と
し
て
描
い
て
見
せ
た
。
ミ
シ
ガ
ン

　
　

大
學
の
卒
業
式
で
二
人
は
中
國
の
服
に
身
を
包
み
、
外
國
人
の
注
覗
す
る
な
か
堂
々
と
卒
業
投
書
を
受
け
取
る
。
外
國
人
た
ち
と
立
派
に
渡
り

　
　

合
え
る
彼
女
た
ち
こ
そ
、
梁
啓
超
が
理
想
と
し
た
中
國
人
女
性
（
あ
る
い
は
／
む
し
ろ
中
國
人
男
性
、
國
家
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
胡
楼
が
指
摘
し

　
　

た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
彼
女
た
ち
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
深
い
か
か
わ
り
が
完
全
に
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
、
中
國
女
學
堂
創
設
に
あ

　
　

た
っ
て
教
師
に
招
聘
さ
れ
た
際
、
儒
教
を
箪
ぶ
學
校
の
趣
旨
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
し
て
招
聘
を
断
っ
て
い
た
の
だ
。

　
　

梁
啓
超
は
西
洋
の
女
性
と
も
、
傅
統
的
な
中
國
の
女
性
と
も
違
う
新
し
い
女
性
を
描
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
纏
足
を
解
き
、
教
育
を
受
け
た
女

　
　

性
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
賓
現
す
る
の
が
中
國
女
學
堂
だ
っ
た
。

　
　
　

中
國
女
學
堂
は
経
元
善
、
鄭
観
庖
、
康
廣
仁
、
梁
啓
超
ら
の
手
に
よ
り
、
一
八
九
八
年
五
月
＝
二
日
、
上
海
に
設
立
さ
れ
た
。
中
國
人
に
よ

　
　

る
最
初
の
女
學
校
と
し
て
名
高
い
が
、
西
洋
人
女
性
も
計
書
段
階
か
ら
參
書
一
し
て
い
た
。
學
堂
で
は
中
國
・
西
洋
雨
方
の
學
問
が
教
授
さ
れ
、

　
　

教
員
は
中
國
人
お
よ
び
西
洋
人
女
性
が
あ
た
っ
た
。
中
國
女
學
堂
は
女
學
會
、
女
學
報
と
三
位
一
昔
の
組
織
で
、
不
纏
足
會
と
も
大
き
く
重
な

　
　

っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
女
學
堂
へ
の
寄
付
金
を
暫
ら
く
不
纏
足
會
に
よ
っ
て
代
収
す
る
と
の
章
程
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
な

　
　

お
さ
ら
、
不
纏
足
會
が
外
國
人
を
、
そ
し
て
女
性
を
意
識
的
に
排
除
し
た
こ
と
が
不
思
議
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
中
國
女
學
堂
を
外
國
人
と
共
同
で
運
発
し
た
の
は
や
む
を
得
な
い
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
國
と
外
國
の
別
よ
り
も

2
9
1

　

男
女
の
別
を
優
先
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
女
子
教
育
な
る
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
中
國
に
お
い
て
は
、
女
性
教
員
を
確
保
す
る
こ

-
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2
9
2

　

と
は
難
し
く
、
い
き
お
い
宣
敦
師
た
ち
の
協
力
を
仰
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
『
女
學
集
議
初
編
』
に
よ
れ
ば
、
女
學
堂
創
設
に
向
け
て
四
回

　
　

の
會
議
が
開
か
れ
た
が
、
最
初
の
二
回
は
中
國
人
男
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
回
目
は
中
國
人
女
性
の
み
、
そ
し
て
四
回
目
に
中
國
人
女

　
　

性
と
外
國
人
女
性
が
會
し
た
。
つ
ま
り
中
國
人
女
性
と
外
國
人
女
性
が
協
力
す
る
と
い
う
形
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
中
外
の
女
性
が
學
校
の

　
　

内
を
司
り
、
中
國
人
男
性
が
外
を
司
る
と
い
う
役
割
分
價
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
外
國
大
女
性
を
中
國
人
女
性
と
と
も
に
女
性
と
い
う
カ
テ
ゴ

　
　

リ
ー
に
押
し
込
め
、
中
國
人
男
性
は
そ
の
上
に
立
つ
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

こ
う
し
て
み
る
と
、
不
纏
足
會
が
天
足
會
と
協
力
で
き
な
か
っ
た
別
の
理
由
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
不
纏
足
會
と
天
足
會
は
對
等
な
関

　
　

係
に
は
な
か
っ
た
。
中
國
知
識
人
が
天
足
會
に
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋
と
中
國
の
関
係
の
枠
組
み
の
な
か
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を

　
　

意
味
し
た
。
「
中
國
人
が
〔
纏
足
解
放
運
動
〕
の
只
中
に
外
國
大
に
助
け
を
求
め
て
手
を
伸
ば
す
や
り
方
は
と
て
も
感
動
的
で
あ
る
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
4
2
）

　
　

言
葉
に
は
、
天
足
會
に
と
っ
て
纏
足
解
放
が
あ
く
ま
で
も
「
特
別
の
重
荷
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
い
つ
の
日
か
解
放
さ
れ
た
中

　
　

國
の
女
性
が
リ
ト
ル
夫
人
を
記
念
し
て
上
海
に
彼
女
の
像
を
建
て
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
中
國
人
女
性
の
解
放
は
あ

　
　

く
ま
で
西
洋
大
の
主
導
の
下
に
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
梁
啓
超
は
「
戒
纏
足
會
波
」
で

　
　
　

「
三
〇
年
の
ち
に
は
〔
纏
足
の
魔
習
が
な
く
な
り
〕
き
っ
と
み
な
が
こ
の
二
人
〔
戒
纏
足
會
の
創
始
者
頼
弼
形
と
陳
汝
成
〕
を
祭
っ
て
い
る
こ
と

　
　

だ
ろ
う
」
と
逡
べ
た
。
こ
の
對
照
的
な
二
つ
の
言
葉
は
不
纏
足
會
と
天
足
會
が
協
力
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
雄
滸
に
語
っ
て
い
よ
う
。

　
　
　

結
局
、
リ
ト
ル
夫
人
の
像
が
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
頼
・
陳
が
祭
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
天
足
會
と
不
纏
足
會
の
関
係
は
女
性
と

　
　

い
う
政
治
的
資
源
を
め
ぐ
る
９
　
い
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
天
足
會
の
外
國
大
女
性
に
し
ろ
、
維
新
派
の
中
國
人
男
性
に
し
ろ
、
そ
の
政
治
的
基

　
　

盤
は
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
（
女
）
ら
は
纏
足
解
放
を
口
に
し
な
が
ら
、
そ
の
目
線
は
別
の
と
こ
ろ
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で

　
　

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戊
戌
維
新
期
の
不
纏
足
運
動
は
決
し
て
纏
足
解
放
や
女
性
解
放
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
纏
足
は
ま
だ
多
く
の

　
　

人
々
に
と
っ
て
美
の
對
象
で
あ
り
、
打
倒
す
べ
き
晒
習
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
不
纏
足
運
動
は
纏
足
を
問
題
化
し
女
性
を
政
治
の

　
　

舞
憂
に
登
場
さ
せ
た
鮎
で
、
纏
足
解
放
、
女
性
解
放
に
向
け
て
の
大
き
な
一
歩
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

-

116
-
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〔
略
栴
〕

Ｃ
Ｒ
=
Ｔ
ｈ
ｅ
（
い
に
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ

Ｅ
Ｗ
Ｒ
=
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
w
o
m
a
i
i
'
ｓ
　
Ｒ
ｅ
ｖ
i
e
w

Ｎ
Ｃ
Ｈ
‐
｛
．
ｒ
Ｚ
ｏ
「
争
（
い
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ａ
l
ｄ

註
（
１
）

　

楊
念
群
「
従
科
學
話
語
到
國
家
控
制
－
對
女
子
纏
足
由
。
美
”

　
　

愛
。
醜
”
歴
史
進
程
的
多
元
分
析
」
『
北
京
棺
案
資
料
』
四
、
二
〇

　
　

〇
一
。

（
２
）

　

そ
れ
は
傅
統
的
知
識
人
と
は
異
な
る
新
た
な
知
識
人
た
ち
が
自
ら

　
　

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
媒
豊
で
あ
っ
た
。
以
下
の
文
献

　
　

を
１
　
照
の
こ
と
。
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
-
k
i
ｕ
　
Ｓ
t
ｅ
ｐ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｎ
｡
　
”
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｌ
ａ
ｎ
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ａ
ｇ
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ｐ
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ｉ
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Ｉ
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〇
託
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ｌ

　
　
Ｒ
ｅ
ｐ
ｒ
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ｓ
ｅ
ｎ
t
ａ
t
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
〇
｛
５
　
ｅ

　
'
Ｎ
ｅ
w

　
　

Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
'
　
ｂ
ｙ
　
Ｍ
ａ
ｙ
　
Ｆ
〇
ｕ
ｒ
t
ｈ
　
Ｗ
ｒ
i
t
ｅ
ｒ
ｓ
｡
”
　
Ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
L
i
ｔ
ｅ
ｒ
ａ
-

　
　

t
ｕ
ｒ
ｅ
　
４
｡
　
ｎ
ｏ
ｓ
.
　
１
　
ａ
ｎ
ｄ
　
２
　
(
１
９
８
８
)
;
　
Ｗ
ａ
ｎ
ｇ
Ｎ
ｈ
ｅ
ｎ
ｇ
.
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
　
i
n
　
ｔ
ｈ
ｅ

　
　

Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｅ
ｎ
ｌ
ｉ
ｇ
ｈ
t
ｅ
ｎ
ｍ
ｅ
ｎ
t
:
　
　
Ｏ
ｒ
a
l
　
ａ
ｎ
ｄ
　
　
Ｔ
ｅ
x
t
ｕ
a
l
　
H
i
ｓ
t
ｏ
ｒ
i
e
ｓ
｡
Ｂ
ｅ
ｒ
-

　
　

ｋ
ｅ
ｌ
ｅ
ｙ
:
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
t
ｙ
　
ｏ
ｆ
（
い
ａ
ｌ
ｉ
ｆ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ａ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡
　
１
９
９
９
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
５
７
-
６
０
.

（
３
）

　

Ｄ
ｏ
ｒ
ｏ
t
ｈ
ｙ
　
Ｋ
ｏ
｡

Ｔ
ｅ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
:
　
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
　
ａ
ｎ
ｄ

　
　

Ｃ
ｕ
l
t
ｕ
ｒ
ｅ
　
i
n
　
Ｓ
ｅ
ｖ
ｅ
ｎ
t
ｅ
ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
-
Ｃ
ｅ
ｎ
t
ｕ
ｒ
ｙ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
Ｓ
t
ａ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
:
　
Ｓ
t
ａ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ

　
　

Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
t
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
１
-
２
.

（
４
）

　

李
渾
珍
「
建
國
三
十
年
輿
中
國
婦
女
運
動
」
『
東
方
雑
誌
』
三
八

　
　

－
ニ
、
一
九
四
一
。

（
５
）

　

主
な
文
献
と
し
て
、
Ｋ
ｅ
ｙ
　
Ａ
ｎ
ｎ
　
Ｊ
ｏ
ｈ
ｎ
ｓ
ｏ
ｎ
｡
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
｡
　
t
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ａ
ｍ
ｉ
ｌ
ｙ

　
　

ａ
ｎ
ｄ
　
Ｐ
ｅ
ａ
ｓ
ａ
ｎ
ｔ
　
Ｒ
ｅ
ｖ
o
l
ｕ
t
ｉ
ｏ
ｎ
　
i
n
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｇ
ｏ
:
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
t
ｙ
　
ｏ
ｆ

　
　

（
い
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｇ
ｏ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡
　
１
９
８
３
;
　
Ｐ
ｈ
ｙ
l
l
i
ｓ
　
Ａ
ｎ
ｄ
ｏ
ｒ
ｓ
≒
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｕ
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
ｈ
ｅ
ｄ
　
L
i
-

　
　

ｂ
ｅ
ｒ
ａ
t
ｉ
ｏ
ｎ

　
　
ｏ
ｆ
　
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
　
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
｡
　
　
　
１
９
４
９
-
１
９
８
０
｡

　
Ｂ
ｌ
ｏ
ｏ
ｍ
ｉ
ｎ
ｇ
t
ｏ
ｎ
:

　
　

Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
t
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ａ
ｎ
ａ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡
　
１
９
８
３
.

（
６
）

　

り
ｏ
「
ｏ
５
　
ｙ
　
Ｋ
ｏ
｡
　
Ｔ
ｅ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ｏ
ｆ

Ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
｡
　
ｐ
.
　
３
.

（
７
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Ｄ
ｏ
ｒ
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≒
Ｔ
ｈ
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ａ
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Ａ
t
t
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Ｔ
ｈ
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Ｓ
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Ｍ
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ｎ
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ｇ
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ｎ
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H
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ｓ
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〇
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４
｡
　
１
９
９
７
;
　
”
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ｒ
i
t
t
ｅ
ｎ

　
　

ｗ
〇
亀
皿
口
ふ
争
Ｑ
圃
〇
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｆ
ｏ
ｏ
t
｡
”
　
i
n
　
Ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
　
Ｗ
ｉ
ｄ
ｍ
ｅ
ｒ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｋ
ａ
ｎ
ｅ
-
i

　
　

S
ｕ
ｎ
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｇ
　
Ｗ
ｒ
i
t
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｅ
ｄ
.
｡
　
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
　
i
n
　
Ｌ
ａ
t
ｅ
　
Ｉ
ｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡

　
　

Ｓ
t
ａ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
:
　
Ｓ
t
ａ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
t
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
Ｌ
９
９
７
;
　
Ｅ
ｖ
ｅ
ｒ
ｙ
　
Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ
　
ａ

　
　

Ｌ
ｏ
ｔ
ｕ
ｓ
:
　
Ｓ
ｈ
ｏ
ｅ
ｓ

ｆ
ｏ
ｒ
　
Ｂ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｆ
ｅ
ｅ
t
｡
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｌ
ｅ
ｙ
:
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
t
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
C
a
l
i
-

　
　

f
o
ｒ
ｎ
ｉ
ａ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡
　
２
０
０
１
.

（
８
）

　

纏
足
復
権
と
も
い
え
る
研
究
に
對
し
て
は
、
雷
順
の
よ
う
に
批
判

　
　

的
な
立
場
を
と
る
學
者
も
い
る
（
「
纏
足
、
割
疆
典
中
國
的
「
後
、

　
　

新
」
之
學
」
『
二
十
一
世
紀
』
、
一
九
九
八
－
一
〇
）
。
し
か
し
こ
の

　
　

よ
う
に
多
様
な
考
え
方
が
生
ま
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
新
し
い

　
　

研
究
の
價
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
９
）
Ｗ
ａ
ｎ
ｇ
　
Ｐ
ｉ
ｎ
ｇ
｡
　
Ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｆ
ｏ
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Ｂ
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i
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Ｃ
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n
i
ｓ
t
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ｒ
ｙ
（
『
近
代
中
國

　
　

婦
女
史
研
究
』
）
５
｡
　
１
９
９
７
.

（

1 0
）

　

楊
興
梅
「
観
念
典
祗
會
‥
女
子
小
脚
的
美
醜
典
近
代
中
國
的
両
個

－n7－
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世
界
」
『
近
代
史
研
究
』
二
〇
〇
〇
－
三
。

［
ｕ
］
）

　

坂
元
ひ
ろ
子
「
足
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
’
－
Ｉ
纏
足
・
天
足
・
國
恥
」

　
　
　

『
思
想
』
九
〇
七
、
二
〇
〇
〇
。

（
1
2
）

　

買
伸
「
中
華
婦
女
纏
足
考
」
（
高
洪
興
等
編
『
婦
女
風
俗
考
』
上

　
　

海
文
蘇
出
版
祀
、
一
九
九
一
所
収
）
。
原
載
は
『
史
地
學
報
』
三
－

　
　

三
、
一
九
二
四
年
一
〇
月
。
な
お
『
中
華
婦
女
纏
足
考
』
北
京
慈
幼

　
　

院
、
一
九
二
五
年
六
月
で
は
「
甲
午
以
前
、
是
官
家
雑
個
人
運
動
、

　
　

甲
午
以
後
是
民
衆
團
健
運
動
」
と
若
干
修
正
さ
れ
て
い
る
。
巌
密
に

　
　

は
、
甲
午
か
ら
戊
戌
に
か
け
て
の
運
動
が
も
た
ら
し
た
愛
化
と
い
え

　
　

る
。

（
1
3
）

　

纏
足
研
究
史
の
概
要
は
林
秋
敏
「
中
國
婦
女
纏
足
研
究
的
概
況
」

　
　
　

『
近
代
中
國
婦
女
史
研
究
』
四
、
一
九
九
六
、
を
參
照
の
こ
と
。
現

　
　

在
の
研
究
状
況
は
営
時
と
大
き
く
愛
わ
っ
て
い
る
が
、
纏
足
解
放
運

　
　

動
に
つ
い
て
は
、
V
i
ｒ
ｇ
ｉ
ｎ
ｉ
ａ
　
Ｃ
ｈ
ｕ
i
-
t
i
n
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｕ
｡
　
"
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ａ
ｎ
t
i
-
Ｆ
ｏ
ｏ
t
-

　
　

Ｅ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｍ
ｏ
ｖ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
t
　
i
n
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
（
ぶ
呂
‐
石
口
）
｡
”
　
Ｍ
.
Ａ
.
　
Ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
i
ｓ
｡

　
　

の
〇
l
ｕ
m
b
i
a
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
t
ｙ
｡
　
１
９
６
５
が
今
な
お
こ
の
分
野
に
お
け
る
も

　
　

っ
と
も
包
括
的
な
研
究
で
あ
る
。
同
論
文
の
人
手
に
際
し
て
は
、
林

　
　

秋
敏
、
屡
振
旺
雨
先
生
の
協
力
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表

　
　

す
る
。

（
1
4
）

　

張
嗚
「
男
人
的
不
纏
足
運
動

　

一
八
九
五
－
一
八
九
八
」
『
二
十

　
　

一
世
紀
』
、
一
九
九
八
－
四
。

（
1
5
）

　

姚
毅
「
中
國
に
お
け
る
賢
妻
良
母
言
説
と
女
性
観
の
形
成
」
中
國

　
　

女
性
史
研
究
會
編
『
論
集

　

中
國
女
性
史
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

　
　

九
九
。

（
1
6
）

　

本
稿
で
は
一
八
九
七
年
の
不
纏
足
會
設
立
以
降
の
中
國
人
に
よ
る

　
　

も
の
を
不
纏
足
運
動
と
呼
び
、
纏
足
解
放
運
動
は
總
栴
と
し
て
用
い

　
　

る
。

（
1
7
）

　

た
と
え
ば
孔
慧
仲
は
纏
足
解
放
運
動
の
存
在
を
知
っ
て
、
幼
い
と

　
　

き
か
ら
纏
足
を
疑
問
に
思
い
哀
れ
に
思
っ
て
き
た
が
直
言
で
き
な
か

　
　

っ
た
と
告
白
し
た
（
「
孔
慧
仲
来
書
」
『
時
務
報
』
四
九
（
光
緒
二
三

　
　

年
コ
ー
月
一
日
）
）
。

（
1
8
）

　

『
萬
國
公
報
』
巻
四
（
一
八
七
五
年
四
月
二
四
日
）
に
銭
梅
渓

　
　
　

（
銭
泳
）
「
裏
足
傷
仁
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
『
履
園
叢
話
』
の
記

　
　

事
の
一
部
が
掲
載
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
は
『
中
西
聞
見
録
』
三
一

　
　

琥
か
ら
の
韓
載
で
あ
る
。
ま
た
鄭
観
庖
が
『
盛
世
危
言
』

　

一
四
巻
本

　
　
　

二
八
九
五
年
刊
）
で
銭
泳
を
引
い
て
い
る
。

（
1
9
）

　

『
履
園
叢
話
』
巻
二
三
「
雑
記
上
」
。

（
2
0
）

　

鄭
痕
・
湯
可
可
「
太
平
天
國
並
不
是
一
次
婦
女
解
放
運
動
」
『
史

　
　

學
月
刊
』
、
一
九
八
九
－
一
。

（
2
1
）

　

「
湖
南
署
臭
司
黄
勧
論
幼
女
不
纏
足
示
」
『
湘
報
』
五
五
（
光
緒

　
　

二
四
年
閏
三
月
一
九
日
）
。

（
2
2
）

　

鮑
家
鱗
「
秋
道
具
清
末
婦
女
運
動
」
『
中
國
婦
女
史
論
文
集
』

　

一
、

　
　

一
九
八
一
。

（
2
3
）

　

小
野
和
子
「
清
末
の
婦
人
解
放
思
想
」
『
思
想
』
五
二
五
、
一
九

　
　

六
八
。
鮑
か
十
敷
年
後
に
書
い
た
論
文
（
の
ｈ
ｉ
ａ
-
l
m
　
J
ｒ
^
ａ
ｏ
　
　
ｉ
ａ
ｏ
｡

　
　

。
'
Ａ
ｎ
t
i
-
ｆ
ｏ
〇
t
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｍ
ｏ
ｖ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
t
　
i
n
　
Ｌ
ａ
t
ｅ
　
Ｃ
ｈ
'
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
:
　
Ｉ
ｎ
ｌ

　
　

ｄ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｏ
ｕ
ｓ
　
Ｄ
ｅ
ｖ
ｅ
ｌ
ｏ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
t
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
t
ｅ
ｒ
ｎ
　
I
n
f
l
ｕ
ｅ
ｎ
ｃ
几
Ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ

　
　

ｏ
ｎ
　
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
　
i
n
　
Ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
H
i
ｓ
t
ｏ
ｒ
ｙ
（
『
近
代
中
國
婦
女
史
研

　
　

究
』
）
ｙ
芯
ぼ
）
で
は
『
康
南
海
自
編
年
譜
』
（
以
下
、
『
年
譜
』
と

　
　

略
す
）
と
「
秋
道
具
清
末
婦
女
運
動
」
を
引
い
て
一
八
八
二
年
と
す

118－
-
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る
。

（
2
4
）

　

左
君
「
纏
足
煩
談
」
『
女
馨
』
ニ
ー
九
、
一
九
四
四
。
陳
三
井
主

　
　

編
『
近
代
中
國
婦
女
運
動
史
』
、
近
代
中
國
出
版
社
、
一
九
九
〇
。

（

2
5
）

　

戚
世
皓
「
辛
亥
革
命
輿
知
識
婦
女
」
『
中
國
婦
女
史
論
文
集
』

　

一
、

　
　

一
九
八
一
。

（
2
6
）

　

李
長
莉
『
近
代
中
國
文
化
愛
遷
録
』

　

一
、
浙
江
人
民
出
版
祀
、
一

　
　

九
九
八
。
李
又
寧
「
中
國
新
女
界
雑
誌
的
創
刊
及
内
涵
」
『
中
國
婦

　
　

女
史
論
文
集
』

　

一
、
一
九
八
一
。
馬
洪
林
『
康
有
鶏
大
傅
』
、
遼
寧

　
　

人
民
出
版
祀
、
一
九
八
八
。
康
同
璧
「
清
末
的
不
纏
足
會
」
『
中
國

　
　

婦
女
』
、
一
九
五
七
－
五
。
梁
景
和
『
近
代
中
國
晒
俗
文
化
壇
愛
研

　
　

究
』
、
首
都
師
範
大
學
出
版
祀
、
一
九
九
八
。

（

2
7
）

　

鄭
永
禰
・
呂
美
順
「
千
年
歴
史
公
案
－
―
纏
足
興
反
纏
足
」
『
南

　
　

開
史
學
』
一
九
九
〇
－
ニ
。

（
2
8
）

　

の
ｈ
ｉ
ａ
-
l
i
n

　
Ｐ
ａ
ｏ

　
Ｔ
ａ
ｏ
｡

　
　
”
Ａ
ｎ
t
i
-
ｆ
ｏ
ｏ
t
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
　
　
Ｍ
ｏ
ｖ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
t

　
ｉ
ｎ

　
　

Ｌ
ａ
t
ｅ
　
Ｕ
ｈ
　
m
g
（
＾
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
”
　
ｐ
.
　
１
５
４
.

（
2
9
）

　

口
ｏ
Ｓ
Ｑ
ふ
∽
ヽ
Ｌ
ｅ
ｖ
ｙ
｡
　
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｆ
ｏ
ｏ
ｔ
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
:
　
t
ｈ
ｅ
　
H
i
ｓ
t
ｏ
ｒ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
ａ

　
　

Ｃ
ｕ
ｒ
i
o
ｕ
ｓ
　
Ｅ
ｒ
ｏ
ｔ
i
c
　
Ｃ
ｕ
ｓ
t
o
m
｡
　
Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ
:
　
Ｊ
.
　
Ｗ
ｅ
ａ
t
ｈ
ｅ
ｒ
h
i
l
l
｡
　
１
９
６
６
.

（
3
0
）

　

A
l
i
ｓ
ｏ
ｎ
　
Ｒ
.
　
Ｄ
ｒ
ｕ
ｃ
ｋ
ｅ
r
｡
　
”
Ｔ
ｈ
ｅ
　
I
n
f
l
ｕ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
o
f
　
Ｗ
ｅ
ｓ
t
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ

　
　

○
ｎ

t
ｈ
ｅ

　
Ａ
ｎ
t
i
-
Ｆ
ｏ
ｏ
t
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ

　
Ｍ
ｏ
ｖ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
t

　

　
１
８
４
０
-
１
９
１
１
｡
'

　
　

Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｗ
.
　
Ｇ
ｕ
i
ｓ
ｓ
ｏ
　
ａ
乱
Ｓ
t
ａ
ｎ
ｌ
ｅ
ｙ
　
Ｊ
ｏ
ｈ
ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｅ
ｄ
ｓ
.
｡
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ

　
　

ｉ
ｎ
（
口
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
:
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｅ
ｄ
w
i
n
　
Ｍ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡
　
１
９
８
１
.

（

3
1
）

　

『
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
康
有
馬
が
廣
束
に
居
た
の
は
光
緒
二
〇
年

　
　

二
月
ま
で
、
六
月
か
ら
一
一
月
ま
で
、
光
緒
二
一
年
二
月
、
コ
ー
月

　
　

で
あ
る
。
西
暦
に
換
算
す
れ
ば
、
一
八
九
四
年
の
四
月
頃
ま
で
と
、

　
　

七
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
一
八
九
五
年
の
三
月
頃
と
一
八
九
六

　
　

年
の
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
と
な
る
。

（
3
2
）

　

「
戒
纏
足
會
波
」
は
頼
、
陳
の
事
績
を
揚
揚
す
る
た
め
書
か
れ
た

　
　

か
ら
、
そ
こ
に
専
中
不
纏
足
會
が
登
場
し
な
く
て
も
不
思
議
で
は
な

　
　

い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
上
海
不
纏
足
會
は
康
廣
仁
自
身
が
深
く

　
　

開
わ
っ
て
お
り
、
も
し
専
中
不
纏
足
會
が
存
在
し
そ
れ
が
康
有
鳥
の

　
　

言
う
よ
う
に
上
海
不
纏
足
會
の
源
流
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
必
ず
言
及

　
　

す
る
は
ず
で
あ
る
。

（
3
3
）

　

康
同
璧
は
光
緒
二
一
年
に
康
有
馬
と
康
廣
仁
が
噂
中
不
纏
足
會
を

　
　

創
立
し
た
と
き
、
自
ら
そ
れ
に
參
加
し
た
鐙
験
を
語
っ
て
い
る
（
康

　
　

同
璧
『
清
末
的
。
不
纏
足
會
』
）
。
彼
女
の
記
述
は
多
く
『
年
譜
』

　
　

に
依
櫨
し
、
ま
た
六
〇
年
以
上
前
の
出
来
事
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
も

　
　

っ
て
光
緒
二
一
年
の
不
纏
足
會
の
存
在
を
断
定
す
る
わ
け
に
は
い
か

　
　

な
い
。
康
有
馬
は
自
ら
の
不
褒
足
會
と
上
海
不
纏
足
會
を
つ
な
ぐ
た

　
　

め
に
、
専
中
不
纏
足
會
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
を
乙
未
年
に
か
け
た

　
　

の
は
、
龍
山
戒
纏
足
會
よ
り
も
早
い
こ
と
を
示
す
た
め
か
。
あ
る
い

　
　

は
そ
の
年
に
會
の
結
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
何
ら
か
の
動
き

　
　

が
あ
っ
た
の
か
。

（
3
4
）

　

董
士
偉
「
康
有
馬
侠
文
『
戒
纏
足
會
啓
』
及
其
評
價
」
『
歴
史
棺

　
　

案
』
、
一
九
九
二
－
一
。

（
3
5
）

　

閔
木
一
「
戊
戌
維
新
時
期
不
纏
足
運
動
的
冨
域
、
組
織
和
措
施
」

　
　
　

『
貴
州
靴
會
科
學
』
、
一
九
九
三
－
六
。

（
3
6
）

　

も
っ
と
も
、
康
有
馬
は
も
と
も
と
裏
足
、
纏
足
を
併
用
し
て
い
た

　
　

が
、
戒
纏
足
會
や
不
纏
足
會
が
廣
ま
っ
た
後
、
み
ず
か
ら
作
っ
た
會

　
　

の
搦
自
性
を
強
調
す
る
た
め
に
「
（
不
）
裏
足
」
と
い
う
用
語
を
使

　
　

う
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。

-
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-
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（

3
7
）

　

鄙
承
修
は
廣
東
省
蹄
善
（
今
の
恵
陽
）
の
人
。
道
光
二
一
年
生
。

　
　

咸
豊
一
一
年
の
進
士
。
光
緒
一
八
年
没
。
長
男
元
翔
は
光
緒
一
七
年

　
　

に
萬
木
草
堂
に
入
り
康
有
鶏
の
弟
子
と
な
っ
た
。

（

3 8
）

　

「
戒
纏
足
會
啓
」
は
「
李
山
農
」
に
作
る
。
董
士
偉
は
李
文
田
に

　
　

比
定
す
る
。
李
は
「
方
伯
」
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
他
に
候
補
者
は

　
　

い
な
い
の
で
こ
れ
に
従
う
。
李
文
田
は
廣
東
省
順
徳
の
人
。
字
は
若

　
　

農
、
ま
た
局
農
。
道
光
一
四
年
生
。
咸
豊
九
年
の
探
花
。
官
は
磯
部

　
　

右
侍
郎
に
至
る
。
光
緒
二
一
年
北
京
で
没
。

（

3
9
）

　

嘔
海
峯
は
廣
東
省
南
海
の
人
。
生
没
年
不
詳
。
同
治
一
〇
年
の
進

　
　

士
。
工
部
主
事
な
ど
を
経
て
、
光
緒
元
年
に
幼
童
出
洋
肆
業
局
總
辨

　
　

と
し
て
留
學
生
を
引
き
連
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
光
緒
五
年
に
蹄

　
　

國
。

（

4 0
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
｝
六
二
五
頁
。

（
4
1
）

　

「
約
止
女
子
纏
足
啓
」
『
知
新
報
』

　

一
〇
二
（
光
緒
二
五
年
九
月

　
　

一
一
日
）
。

（
4
2
）

　

「
天
足
會
紀
事
」
『
萬
國
公
報
』

　

一
一
－
コ
ー
二
九
〇
〇
年
一

　
　

月
）
。

（

4
3
）

　

閔
木
一
「
戊
戌
維
新
時
期
不
纏
足
運
動
的
嘔
域
、
組
織
和
措
施
」
。

（
4
4
）
l
a
m
e
ｓ
　
ｉ
>
｡
　
Ｄ
ｅ
ｎ
ｎ
ｉ
ｓ
｡
　
Ｃ
ｈ
r
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ａ
ｎ
　
M
i
ｓ
ｓ
ｉ
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ｎ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｄ

Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｇ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
:

　
　

Ａ
　
ｉ
Ｓ
ｏ
ｄ
ｏ
ｌ
ｏ
ｓ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｙ
　
ｏ
ｆ

Ｆ
ｏ
ｒ
ｅ
ｉ
ｇ
ｎ
　
M
i
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
｡
　
ｖ
o
l
.
　
２
｡
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
:

　
　

M
e
m
i
n
g
　
Ｈ
.
　
Ｋ
ｅ
ｖ
e
l
l
｡
　
１
８
９
９
｡
　
ｐ
.
　
３
５
７
.

（

4
5
）

　

テ
ニ
ス
の
著
作
は
世
界
中
の
宣
教
活
動
を
扱
っ
た
も
の
で
、
宣
教

　
　

師
か
ら
の
情
報
に
多
く
捕
っ
て
い
る
。
中
國
の
事
情
に
必
ず
し
も
精

　
　

通
し
て
い
な
い
テ
ニ
ス
が
纏
足
反
對
の
會
と
天
足
會
を
混
同
し
た
の

　
　

も
無
理
は
な
い
。
天
足
會
は
後
で
述
べ
る
よ
う
に
救
會
と
は
別
の
と

　
　

こ
ろ
に
で
き
た
組
織
で
あ
る
。

（
4
6
）

　

A
l
i
c
i
a
　
L
i
t
t
l
e
｡
　
"
Ｓ
ｕ
m
m
a
ｒ
ｖ
　
ｏ
ｆ
　
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
　
Ｄ
ｏ
ｎ
ｅ
　
ｂ
ｙ
　
t
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｎ

　
　

Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
"
　
Ｃ
Ｒ
　
３
８
｛
芯
Ｉ
・
｝
）
ら
・
治
・

（
4
7
）

　

ｌ
ｏ
ｈ
ｎ
　
Ｍ
ａ
ｃ
ｇ
ｏ
w
ａ
ｎ
｡
　
Ｈ
ｏ
w
　
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ａ
ｖ
ｅ
ｄ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
Ｌ
〇
乱
〇
ｎ
:

　
　

Ｔ
.
　
f
i
ｓ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｕ
ｎ
w
i
n
｡
　
１
９
１
３
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
８
８
-
９
〇

‘

（
4
8
）

　

リ
m
o
t
ｈ
ｖ
　
Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
｡
　
Ｆ
ｏ
ｒ
t
ｙ
-
f
i
ｖ
ｅ
　
Ｙ
ｅ
ａ
ｒ
ｓ
　
i
n
（
一
が
ｊ
ｒ
ｏ
乱
Ｉ
‥

　
　

Ｔ
.
　
F
i
ｓ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｕ
ｎ
w
i
n
｡
　
１
９
１
６
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
２
２
６
-
２
２
７
.

（
4
9
）

　

"
ｉ
ｉ
ｅ
ｎ
　
ｉ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
"
　
Ｎ
Ｃ
Ｕ
｡
　
１
８
９
５
.
４
.
１
９
｡
　
ｐ
.
　
５
９
５
.

（
5
0
）

　

Ｍ
ｒ
ｓ
.
　
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｂ
ａ
ｌ
ｄ
口
己
ｅ
｡
　
Ｉ
ｎ
t
i
m
a
t
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
’
:
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
ａ
ｓ
　
Ｉ

　
　

Ｈ
ａ
ｖ
ｅ
　
ｉ
ｉ
ｅ
ｅ
ｎ
　
Ｉ
'
ｈ
ｅ
ｍ
｡
　
Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
:
　
Ｈ
ｕ
t
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｓ
ｏ
ｎ
｡
　
１
８
９
９
｡
　
ｐ
.
　
１
０
２
.

（

5
1
）

　

ｊ
．
ｒ
、
コ
ｅ
ｎ
　
Ｉ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
"
　
Ｍ
Ｃ
Ｈ
｡
　
１
８
９
５
.
　
４
.
　
２
６
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
６
１
８
ふ
１
９
;

　
　

'
Ｅ
ｄ
ｉ
t
ｏ
ｒ
i
a
l
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
几
べ
：
Ｒ
　
２
６
　
(
１
８
９
５
.
５
)
｡
　
ｐ
.
　
２
３
７
;
「
天
足
會
」

　
　
　

『
申
報
』
光
緒
二
一
年
四
月
一
日
（
一
八
九
五
年
四
月
二
五
日
）
。

（
5
2
）

　

Ａ
　
ｒ

ａ
ｃ
t
ｏ
ｒ
　
i
n
　
ｕ
ｍ
ｎ
ａ
　
ｓ
　
Ｕ
ｏ
ｌ
ｌ
ａ
ｐ
ｓ
几
Ｅ
Ｗ
Ｒ
｡
　
ｖ
o
l
.
　
２
６
（
１
８
９
５
.

　
　

７
)
｡
　
ｐ
.
　
１
９
６
.

（

5
3
）

　

Ｉ

ｈ
ｅ
　
ｉ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｉ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
"
　
Ｎ
Ｃ
Ｈ
｡
　
１
８
９
７
.
１
２
.
１
７
｡
　
ｐ
.
　
１
０
９
３
.

（
5
4
）

　

バ
Ｉ
ｈ
ｅ
　
ｉ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｉ
ｓ
ｕ
　
M
m
｡
"
　
Ｎ
Ｃ
Ｈ
｡
　
１
８
９
５
.
８
.
１
６
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
２
８
０
-
２
８
１
.

（

5
5
）

　

菊
池
貴
晴
は
七
つ
の
理
由
を
キ
リ
ス
ト
教
的
人
道
主
義
に
要
約
で

　
　

き
る
と
す
る
が
（
菊
池
貴
晴
「
不
纏
足
運
動
に
つ
い
て
Ｉ
愛
法
の

　
　

背
景
と
し
て
の
」
『
歴
史
教
育
』
五
－
一
二
、
一
九
五
七
）
、
賛
成
で

　
　

き
な
い
。
数
會
に
よ
る
露
骨
な
「
キ
リ
ス
ト
教
的
人
道
主
義
」
の
主

　
　

張
と
比
較
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い

　
　

と
い
っ
て
も
よ
い
。
な
お
天
意
の
原
文
は
ｎ
ａ
t
ｕ
ｒ
ｅ
で
あ
る
。

（

5
6
）

　

中
國
語
版
に
は
「
軋
花
、
紡
紗
、
織
布
、
綴
絲
諸
局
」
が
例
に
出

　
　

さ
れ
る
が
、
英
語
の
原
文
に
は
な
い
。
張
之
洞
が
「
不
纏
足
會
波
」

-
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で
女
工
に
鯛
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
菊
池
貴
晴
「
不
纏
足
運
動
に
つ

　
　

い
て
」
と
小
野
和
子
「
清
末
の
婦
人
解
放
運
動
」
は
不
纏
足
運
動
と

　
　

女
工
の
間
に
密
接
な
開
係
が
あ
る
と
み
て
い
る
。
た
し
か
に
、
恰
和

　
　

絲
廠
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
女
工
た
ち
に
纏
足
解
放
の
話
を
し
た
事
例

　
　

は
あ
る
が
（
”
Ｎ
ｏ
t
ｅ
ｓ
　
ｏ
ｎ
　
t
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
　
o
f
　
t
ｈ
ｅ
　
Ｔ
'
ｉ
ｅ
ｎ
-
t
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
”
　
Ｃ
Ｒ

　
　

２
９
（
ぶ
謡
・
い
）
）
、
例
外
的
な
ヶ
Ｉ
ス
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
天
足

　
　

會
の
正
規
の
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
天
足

　
　

會
も
不
纏
足
會
も
上
流
階
級
を
對
象
に
し
た
運
動
で
あ
り
、
女
工
と

　
　

の
関
係
性
は
薄
い
。

（
5
7
）

　

Ｋ
ａ
’
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｂ
ａ
ｌ
ｄ
二
t
t
l
e
｡
　
Ｉ
ｎ
ｔ
i
m
a
ｔ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
１
０
２
-
１
０
３
.

（
5
8
）

　

例
え
ば
”
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
'
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
　
ａ
乱
i
t
ｓ
　
Ｃ
ｒ
i
t
i
c
ｓ
｡
”
　
Ｎ
Ｃ
Ｈ
｡

　
　

１
８
９
５
.
５
.
３
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
６
５
４
-
６
５
５
'
な
ど
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
七
〇
年
代

　
　

か
ら
コ
ル
セ
ッ
ト
の
是
非
を
め
ぐ
る
タ
イ
ト
ー
レ
イ
シ
ン
グ
論
争
が

　
　

起
き
て
い
た
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
議
論
、
健
康
へ
の
影
響
、
女
性

　
　

の
抑
歴
、
モ
ラ
ル
と
の
開
係
は
纏
足
を
め
ぐ
る
論
９
　
と
よ
く
似
て
い

　
　

る
。
同
じ
頃
に
起
こ
っ
た
ハ
イ
ヒ
ー
ル
論
９
　
で
は
「
我
々
は
中
國
人

　
　

の
纏
足
を
笑
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
」
と
い
う
意
見
ま
で
あ
っ
た

　
　
　

（
戸
矢
理
衣
奈
『
下
着
の
誕
生
』
、
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
）
。

（
5
9
）

　

英
語
で
ｃ
ｈ
ｏ
ｕ
｡
　
ｃ
ｈ
ｏ
w
｡
　
ｃ
ｈ
ａ
ｏ
と
表
記
さ
れ
、
『
時
務
報
』
で
は
周

　
　

と
表
記
さ
れ
た
が
、
賓
際
に
は
趙
で
あ
る
。
こ
れ
に
気
づ
い
た
の
は

　
　

管
見
の
か
ぎ
り
菊
池
貴
晴
「
不
纏
足
運
動
に
つ
い
て
」
の
み
で
あ
る
。

（
6
0
）

　

"
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
”
　
Ｎ
Ｃ
Ｈ
｡
　
１
８
９
７
.
１
２
.
１
７
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
１
０
９
２
-
１
０
９
３
.

（
6
1
）

　

”
Ａ
ｐ
ｐ
ｅ
ａ
ｌ
　
t
ｏ
　
t
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ｅ
ｏ
ｐ
ｌ
ｅ
｡
　
Ｐ
ｏ
ｓ
t
ｅ
ｄ
　
ｏ
ｎ
　
t
ｈ
ｅ
　
W
a
l
l
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｓ
ｕ
i
-
f
ｕ

　
　

ａ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ｉ
ｇ
ｎ
ｅ
ｄ
　
ｂ
ｙ
　
　
ａ
　
　
Ｃ
ｈ
ｕ
-
ｉ
ｅ
ｎ
　
　
ａ
ｎ
ｄ
　
F
i
ｖ
ｅ
口
t
ｅ
ｒ
ａ
t
i
｡
”

Ｃ
Ｒ
　
２
７

　
　

(
１
８
９
６
.
１
１
)
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
５
８
４
-
５
８
７
.
別
の
翻
詳
は
”
Ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
l
a
t
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
ａ
ｎ

　
　

Ａ
ｐ
ｐ
ｅ
ａ
ｌ
　
　
　
ａ
ｇ
ａ
ｉ
ｎ
ｓ
t
　
　
　
Ｆ
ｏ
ｏ
t
-
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
｡
”
　
　
　
Ｃ
Ｒ
　
　
　
２
８
　
　
　
(
１
８
９
７
.
７
)
｡
　
　
　
ｐ
ｐ
.

　
　

３
２
３
-
３
２
９
に
も
見
え
る
。

（

6 2
）

　

ジ
（
い
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
　
　
ｏ
ｎ
　
　
Ｆ
ｏ
ｏ
t
-
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
｡
”
　
Ｎ
Ｃ
Ｈ
｡
　
　
１
８
９
６
.
１
０
.
２
｡
　
　
ｐ
.

　
　

５
６
５
.

（

6 3
）

　

”
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
”
　
Ｎ
Ｃ
Ｈ
.
　
１
８
９
７
.
１
２
.
１
７
.
　
ｄ
.
　
１
０
９
３
.

（

6 4
）

　

徳
貞
（
り
乱
１
呂
）
「
施
醤
信
録
纏
足
論
」
『
中
國
救
會
新
報
』

　
　

八
二
二
八
七
〇
年
四
月
）
。

（

6 5
）

　

”
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
”
　
Ｎ
Ｃ
Ｈ
｡
　
１
８
９
７
.
１
２
.
１
７
｡
　
ｐ
.
　
１
０
９
２
.

（

6 6
）

　

Ｍ
ｒ
ｓ
.
　
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｂ
ａ
ｌ
ｄ
口
t
t
l
e
.
　
Ｉ
ｎ
t
i
m
a
t
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
ｐ
.
　
１
０
２
.

（

6 7
）

　

。
ｊ
ｌ
、
二
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
"
　
Ｎ
Ｃ
Ｒ
　
１
８
９
５
.
４
.
２
６
｡
　
ｐ
.
　
６
１
９
.

（

6 8
）

　

「
纏
足
雨
説
」
『
萬
國
公
報
』
七
－
五
（
一
八
九
五
年
六
月
）
。

（

6 9
）

　

「
記
天
足
會
第
二
集
」
『
萬
國
公
報
』

　

一
七
－
二
二
九
〇
五
年

　
　

三
月
）
。
事
例
は
一
九
〇
五
年
で
あ
る
が
、
天
足
會
の
基
本
的
性
格

　
　

は
創
設
営
初
に
比
べ
て
愛
化
は
な
か
っ
た
。

（

7 0
）

　

こ
の
鮎
は
不
纏
足
會
も
同
様
で
あ
っ
た
。
纏
足
を
語
る
際
に
「
中

　
　

國
四
萬
萬
之
半
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も

　
　

纏
足
を
し
て
な
い
女
性
、
つ
ま
り
漢
族
以
外
の
女
性
や
下
暦
の
女
性

　
　

の
多
く
は
は
じ
め
か
ら
對
象
外
で
あ
る
。

（

7 1
）

　

Ｓ
ｙ
b
i
l
　
　
Ｏ
ｌ
ｄ
ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ
｡
　
　
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
　
Ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
t
ａ
ｒ
ｉ
ａ
ｎ
ｓ
:
　
ａ
　
Ｂ
ｉ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ

　
　

Ｄ
ｉ
ｃ
t
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｒ
ｙ
　
ｏ
ｆ

Ｂ
ｒ
i
ｔ
i
ｓ
ｈ
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
　
Ａ
ｃ
t
i
ｖ
ｅ
　
ｂ
ｅ
t
w
ｅ
ｅ
ｎ
　
１
９
０
０
　
ａ
ｎ
ｄ
　
１
９
５
０
｡

　
　

Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
:
（
：
ｏ
ｎ
t
i
n
ｕ
ｕ
m
｡
　
２
０
０
１
｡
　
ｐ
.
　
１
３
７
.

（

7 2
）

　

"
Ａ
　
　
　
Ｆ
ａ
ｃ
t
ｏ
ｒ
　
　
　
i
n

　

（
い
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
'
ｓ

Ｃ
〇
Ｕ
ａ
ｐ
ｓ
ｅ
｡
”
　
　
　
Ｅ
Ｗ
Ｒ
｡
　
　
　
ｖ
o
l
.
　
　
　
２
６

　
　

(
１
８
９
５
.
７
)
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
１
９
５
-
１
９
６
.

（

7 3
）

　

”
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
｡
”
　
Ｅ
Ｗ
Ｒ
｡
　
ｖ
o
l
.
　
１
８
　
(
１
８
８
７
.
１
２
)
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
５
５
２
-

　
　

５
５
４
.

-
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（
7
4
）

　

□
の
〇
m
d
ｒ
　
Ｈ
.
　
Ｌ
.
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｍ
r
ｓ
.
　
Ｈ
ａ
ｓ
l
e
w
ｏ
ｏ
ｄ
｡
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
　
Ｓ
ｌ
ａ
ｖ
ｅ
ｒ
ｙ
　
ｉ
ｎ

　
　

Ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｋ
ｏ
ｎ
ｇ
:
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｕ
i
-
Ｔ
ｓ
a
i
　
Ｓ
ｙ
ｓ
t
e
m
｡
　
Ｌ
ｏ
乱
〇
ｎ
:
　
ｂ
ｈ
ｅ
ｌ
ｄ
ｏ
ｎ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
｡

　
　

ｌ
ｙ
ｊ
ｕ
｡
　
ｐ
.
呂
’

（
7
5
）

　

"
Ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｍ
ｏ
ｎ
ｇ
ｓ
t
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｗ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
≒
Ｅ
Ｗ
Ｒ
｡
　
ｖ
o
l
.
　
３
０

　
　

｛
戻
冶
・
｝
・
ぶ
）
も
｛
｝
ふ
（
）
‐
β
・

（
7
6
）

　

"
Ｔ
ｏ
ｕ
ｒ
　
i
n
　
Ｂ
ｅ
ｈ
ａ
ｌ
ｆ
　
ｏ
ｆ
　
t
ｈ
ｅ
　
Ａ
ｎ
t
i
-
ｆ
ｏ
ｏ
t
-
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
t
ｙ
｡
”
　
Ｃ
Ｒ

　
　

３
１
（
応
呂
＆
）
も
乱
ぶ
’

（
7
7
）

　

Ｍ
ｒ
ｓ
.
　
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｂ
ａ
ｌ
ｄ
　
Ｌ
ｉ
Ｅ
ｅ
｡
　
Ｉ
ｎ
t
i
m
a
ｔ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
ｐ
.
　
１
０
６
.

（
7
8
）

　

同
誌
の
性
格
に
つ
い
て
は
河
村
貞
枝
『
イ
ギ
リ
ス
近
代
フ
ェ
ミ
ニ

　
　

ズ
ム
運
動
の
歴
史
像
』
、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
、
第
一
部
第
一
一
章

　
　

を
參
照
。

（
7
9
）

　

河
村
貞
枝
『
イ
ギ
リ
ス
近
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
歴
史
像
』
、

　
　

第
一
部
第
三
章
。

（
8
0
）

　

岳
州
戒
纏
足
會
が
成
立
し
た
の
は
一
八
九
七
年
初
で
あ
る
。
同
會

　
　

の
設
立
者
で
あ
る
呉
性
剛
は
梁
啓
超
の
「
戒
纏
足
會
波
」
（
『
時
務

　
　

報
』

　

一
六
）
に
心
を
動
か
さ
れ
て
運
動
を
始
め
た
。
『
時
務
報
』

　

一

　
　

六
冊
の
発
行
日
は
光
緒
二
二
年
一
二
月
一
日
（
一
八
九
七
年
一
月
三

　
　

日
）
で
あ
り
、
岳
州
戒
纏
足
會
の
成
立
は
一
八
九
七
年
一
月
三
日
以

　
　

降
と
な
る
。

（
8
1
）

　

楊
興
梅
「
従
勧
導
到
禁
罰
一
清
季
四
川
反
纏
足
努
力
述
略
」
『
歴

　
　

史
研
究
』
二
〇
〇
〇
－
六
。

（
8
2
）

　

栗
得
爾
（
リ
ト
ル
夫
人
）
「
勧
中
國
女
子
不
宜
纏
足
」
『
時
務
報
』

　
　

二
六
（
光
緒
二
三
年
四
月
一
一
日
）
。

（

8
3
）

　

A
l
i
c
i
a
口
己
ｅ
｡
　
”
Ａ
ｎ
t
i
-
ｆ
ｏ
ｏ
t
-
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｅ
ｆ
ｆ
ｏ
ｒ
几
Ｃ
Ｒ
　
２
８
（
１
８
９
７
.

　
　

７
)
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
３
２
０
-
３
２
２
;
　
M
i
ｒ
ａ
　
Ｌ
.
　
　
Ｃ
ｕ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
｡

　
Ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｂ
ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ｈ

　
　

Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
t
｡
"
　
Ｎ
Ｃ
Ｈ
｡
　
１
８
９
７
.
１
２
.
１
７
.

（
8
4
）

　

「
天
足
楡
會
啓
」
『
楡
報
』
九
（
閔
木
一
「
戊
戌
維
新
時
期
不
纏
足

　
　

運
動
的
蓬
域
、
組
織
和
措
施
」
所
引
）
。

（
8
5
）

　

廣
東
の
不
纏
足
運
動
に
つ
い
て
は
何
靖
「
戊
戌
維
新
前
後
廣
束
不

　
　

纏
足
運
動
述
略
」
『
廣
束
史
志
』
一
九
八
八
－
一
、
な
る
専
論
が
あ

　
　

る
が
新
し
い
知
見
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
8
6
）

　

唐
才
常
「
書
洪
文
治
戒
纏
足
説
後
」
『
湘
報
』

　

一
七
（
光
緒
二
四

　
　

年
三
月
四
日
）
。

（
8
7
）

　

梁
思
順
は
光
緒
一
九
年
二
月
二
八
日
（
一
八
九
三
年
四
月
一
四

　
　

日
）
に
生
ま
れ
た
。

（
8
8
）

　

「
侶
辨
順
徳
戒
纏
足
會
叙
」
『
知
新
報
』
二
九
（
光
緒
二
三
年
八

　
　

月
一
日
）
。

（
8
9
）

　

高
洪
興
『
纏
足
史
』
、
上
海
文
聾
出
版
紅
、
一
九
九
五
、
一
五
九

　
　

頁
。

（
9
0
）

　

「
聞
泰
西
婦
女
設
天
足
會
感
而
書
此
」
『
申
報
』

　

一
八
九
五
年
五

　
　

月
四
日
、
な
ど
。

（

9
1
）

　

張
後
鐙
主
編
『
招
商
局
史
（
近
代
部
分
）
』
、
人
民
交
通
出
版
祀
、

　
　

一
九
八
八
、
二
〇
五
頁
。
陳
が
上
海
で
設
立
し
た
會
に
つ
い
て
は
、

　
　

天
足
會
と
の
開
係
を
含
め
て
詳
細
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
な
お
営
時

　
　

の
上
海
招
商
局
留
辨
は
纏
足
反
對
論
者
の
鄭
観
座
で
あ
っ
た
。
纏
足

　
　

解
放
を
唱
え
た
鄭
藻
如
は
鄭
観
庶
と
親
族
関
係
に
あ
り
、
二
人
の
間

　
　

に
は
手
紙
な
ど
の
往
来
が
あ
っ
た
。

（

9
2
）

　

Ｍ
ｒ
ｓ
.
　
　
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｂ
ａ
ｌ
ｄ
　
]
に
い
l
t
t
l
e
｡
Ｉ
ｎ
t
i
m
a
t
ｅ
　
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
　
ｐ
ｐ
.　
１
０
５
-
１
呂
一

　
　

～
［
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
"
　
Ｎ
Ｃ
Ｋ
　
１
８
９
７
.
１
２
.
１
７
｡
　
ｐ
.
　
１
０
９
３
.

（
9
3
）

　

Ｍ
ｒ
ｓ
.
　
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｂ
ａ
ｌ
ｄ
口
t
t
l
e
｡
　
Ｉ
ｎ
t
i
m
a
ｔ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
ｐ
ｐ
.
　
１
０
５
ふ
０
６
.
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（
9
4
）

　

「
潮
州
饒
平
鵬
隆
都
侶
不
纏
足
會
啓
」
『
知
新
報
』
六
二
（
光
緒

　
　

二
四
年
七
月
一
日
）
。

（
9
5
）

　

「
南
皮
張
尚
書
戒
纏
足
會
章
程
肢
」
『
時
務
報
』
三
八
（
光
緒
二

　
　

三
年
八
月
一
一
日
）
。

（
9
6
）

　

戊
戌
後
に
設
立
さ
れ
た
香
山
不
纏
足
會
で
は
、
地
元
に
お
け
る
歴

　
　

史
を
述
べ
、
他
の
地
方
の
動
き
に
は
言
及
し
な
い
。
こ
れ
は
康
、
梁

　
　

に
開
わ
る
上
海
不
纏
足
會
へ
の
言
及
を
憚
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
「
約

　
　

止
女
子
纏
足
啓
」
『
知
新
報
』

　

一
〇
二
（
光
緒
二
五
年
九
月
一

　

一

　
　

日
）
）
。

（
9
7
）

　

『
任
公
事
略
』
（
丁
文
江
編
『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』
、
上
海
人
民
出

　
　

版
祀
、
一
九
八
三
、
六
九
頁
所
引
）
も
天
足
會
に
鯛
れ
る
が
、
執
筆

　
　

さ
れ
た
の
は
戊
戌
後
の
こ
と
で
あ
る
。
「
孔
慧
仲
爽
書
」
『
時
務
報
』

　
　

四
九
（
光
緒
二
三
年
一
二
月
一
日
）
が
「
異
域
賢
媛
」
に
鯛
れ
、

　
　
　

「
嘉
定
不
纏
足
會
章
程
」
『
時
務
報
』
五
〇
（
光
緒
二
三
年
コ
ー
月

　
　
　

一
一
日
）
が
「
西
人
天
足
會
侶
於
前
、
中
國
不
纏
足
會
維
於
後
」
と

　
　

正
確
に
記
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
例
外
に
属
す
る
。

（
9
8
）

　

閔
烋
は
同
會
の
設
立
を
一
八
九
七
年
春
と
す
る
が
、
正
確
で
は
な

　
　

い
。
同
論
文
に
は
誤
り
が
多
い
が
、
そ
れ
は
他
の
著
作
（
閔
木
一
『
近

　
　

代
中
國
社
會
文
化
愛
遷
録
』
二
、
閔
木
一
「
戊
戌
學
會
考
」
『
近
代
史

　
　

研
究
』
一
九
九
五
－
三
）
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
比
較
的
影
響
力

　
　

の
あ
る
雑
誌
に
輪
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
重
要
な
誤
り
は
で

　
　

き
る
だ
け
訂
正
す
る
。

（
9
9
）

　

「
以
石
歴
首
」
と
は
頭
蓋
愛
形
の
こ
と
か
。
た
だ
し
イ
ン
ド
の
事

　
　

例
は
未
詳
。

（
掴
）

　

纏
足
と
教
育
の
開
係
、
身
優
へ
の
影
響
は
一
八
九
二
年
刊
行
の

　
　
　

『
六
字
課
斎
卑
議
』
愛
通
篇
「
女
學
章
」
に
お
け
る
宋
恕
の
議
論
に

　
　

も
見
ら
れ
る
。

（

1
0
1
）

　

”
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
'
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
”
　
Ｎ
Ｃ
Ｋ
　
１
８
９
５
.
４
.
２
６
.
　
Ｄ
.
　
６
１
９
.
ま
た
少

　
　

し
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
天
足
會
の
登
起
人
に
よ
る
「
中
國
婦
女
宜

　
　

戒
纏
足
説
」
『
時
務
報
』
二
八
（
光
緒
二
三
年
五
月
一
日
）
に
も
中

　
　

國
の
積
弱
の
原
因
を
婦
女
の
纏
足
に
蹄
す
る
議
論
が
見
え
る
。

（
ｗ
一
）

　

「
羅
佐
臣
来
書
」
『
時
務
報
』
四
九
（
光
緒
二
三
年
コ
一
月
一
日
）
。

（

1
0
3
）

　

「
試
辨
不
纏
足
會
簡
明
章
程
」
以
前
に
創
設
さ
れ
た
戒
纏
足
會
の

　
　

章
程
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
従
前
の
戒
纏
足
會
と
の
開
係
は
明

　
　

ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
梁
啓
超
の
章
程
は
以
後
各
地
に
う

　
　

ま
れ
た
不
纏
足
會
の
章
程
の
雛
形
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（

1
0
4
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
一
二
八
三
、
一
六
二
五
、
一
九
九
九
頁

　
　

な
ど
。
「
不
纏
足
」
は
新
し
い
言
葉
で
あ
っ
た
か
ら
混
乱
も
あ
っ
た
。

　
　

た
と
え
ば
張
之
洞
が
上
海
不
纏
足
會
に
よ
せ
た
文
章
は
『
時
務
報
』

　
　

三
八
（
光
緒
二
三
年
八
月
一
一
日
）
に
は
「
南
皮
張
勁
書
戒
纏
足
會

　
　

章
程
救
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
、
同
じ
も
の
が
『
知
新

　
　

報
』
三
二
（
光
緒
二
三
年
九
月
一
日
）
で
は
「
張
尚
書
不
纏
足
會

　
　

救
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
っ
け
ら
れ
て
い
る
。
戒
纏
足
會
章
程
な
る

　
　

も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
後
者
が
正
し
い
。

（

1
0
5
）

　

閔
木
一
「
戊
戌
維
新
時
期
不
纏
足
運
動
的
嘔
域
、
組
織
和
措
施
」
は

　
　

二
〈
三
名
と
す
る
が
誤
り
で
あ
る
。

（

1
0
6
）

　

「
勧
戒
纏
足
叢
説
」
『
萬
國
公
報
』
コ
ー
六
（
一
九
〇
〇
年
六

　
　

月
）
。

（

1
0
7
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
一
八
六
五
頁
。

（

1
0
8
）

　

『
汪
穣
卿
先
生
傅
記
』
巻
六
。

-
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（

1
0
9
）

　

汪
詰
年
は
『
汪
穣
卿
先
生
傅
記
』
で
不
纏
足
會
が
時
務
報
館
か
ら

　
　

大
同
障
書
局
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
大
同
障
書
局
に
「
案
ず

　
　

る
に
、
こ
の
詳
書
局
は
梁
君
が
同
人
た
ち
と
資
金
を
集
め
て
創
設
し

　
　

た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
案
語
を
附
記
し
て
い
る
。

（
ｍ
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
コ
ー
二
Ｉ
頁
。

（
ｍ
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
二
一
二
四
頁
。

（

1
1
2
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
二
〈
二
五
頁
。

（
ｍ
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
一
六
二
七
、
一
六
三
四
頁
。

（

1
1
4
）

　

回
帽
州
戒
纏
足
約
章
」
『
時
務
報
』
五
〇
（
光
緒
二
三
年
一
一
一
月

　
　

一

　

一
日
）
。

（
ｍ
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
三
七
六
四
頁
。

（

1
1
6
）

　

呉
廷
嘉
「
論
戊
戌
愛
法
前
後
低
會
思
潮
的
特
鮎
」
『
清
史
研
究
集
』

　
　

三
、
一
九
八
四
。

（

1
1
7
）

　

"
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
"
　
Ｎ
Ｃ
Ｈ
｡
　
１
８
９
７
.
１
２
.
１
７
.
　
ｐ
.
　
１
０
９
１
.

（
ｍ
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
九
三
頁
。

（
ｍ
）

　

『
任
公
事
略
』
（
『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』
、
六
九
頁
所
引
）
。

（

1
2
0
）

　

康
同
璧
『
清
末
的
。
不
纏
足
會
』
に
は
、
こ
の
上
奏
を
し
た
日
、

　
　

康
有
鶏
は
李
鴻
章
か
ら
皮
肉
を
言
わ
れ
て
、
纏
足
は
中
國
積
弱
の
主

　
　

因
の
ひ
と
つ
だ
と
反
駁
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お

　
　

上
奏
の
年
月
を
戊
戌
年
七
月
と
い
う
の
は
「
康
南
海
自
編
年
譜
」
に

　
　

裸
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（

1
2
1
）

　

楊
興
梅
「
従
勧
導
到
禁
罰
」
。

（

1
2
2
）

　

王
爾
敏
「
湖
南
不
纏
足
會
會
貝
名
録
」
『
中
國
婦
女
史
論
文
集
』

　
　

一
、
一
九
八
一
。

（

1
2
3
）

　

纏
足
が
セ
ク
シ
ヤ
リ
テ
ィ
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
も
原
因

　
　

の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
セ
ク
シ
ヤ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
表
に
あ
ら
わ

　
　

れ
な
か
っ
た
も
の
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
考
慮
に
入

　
　

れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
注
記
の
形
に
止
め
ざ
る
を
え
な
か
っ

　
　

た
が
、
軽
視
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
。

（

1
2
4
）

　

『
汪
康
年
師
友
書
札
』
、
コ
ー
ニ
○
頁
。

（

1
2
5
）

　

「
新
化
懸
士
紳
等
公
懇
示
禁
幼
女
纏
足
粟
並
批
論
」
『
湘
報
』

　

一

　
　

四
九
（
光
緒
二
四
年
七
月
二
三
日
）
。

（

1
2
6
）

　

「
湘
郷
團
防
總
局
酌
議
不
纏
足
條
例
」
『
湘
報
』

　

一
七
〇
（
光
緒

　
　

二
四
年
八
月
一
八
日
）
。

（

1
2
7
）

　

游
郷
と
は
名
前
が
記
さ
れ
た
高
帽
子
を
か
ぶ
ら
さ
れ
、
引
き
回
さ

　
　

れ
る
こ
と
。
面
子
が
丸
つ
ぶ
れ
と
な
る
た
め
、
お
金
の
あ
る
人
は
罰

　
　

金
を
排
っ
て
で
も
游
郷
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
。

（

1
2
8
）

　

羅
志
田
『
権
勢
韓
移

　

近
代
中
國
的
思
想
、
祀
會
輿
學
術
』
、
湖

　
　

北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
、
八
二
－
一
一
四
頁
。

（

1
2
9
）

　

「
湘
郷
團
防
總
局
酌
議
不
纏
足
條
例
」
は
政
愛
直
後
の
『
湘
報
』

　
　

一
七
〇
（
光
緒
二
四
年
八
月
一
八
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

（

1
3
0
）

　

『
部
園
書
札
』
「
輿
兪
恪
士
書
」
（
羅
志
田
『
権
勢
韓
移
』
所
引
）
。

（

1
3
1
）

　

「
康
有
寫
大
逆
不
道
事
」
『
申
報
』
光
緒
二
四
年
九
月
一
〇
日
。

（

1
3
2
）

　

張
玉
法
「
戊
戌
時
期
的
學
會
運
動
」
『
歴
史
研
究
』

　

一
九
九
八
－

　
　

五
。

（

1
3
3
）

　

戊
戌
維
新
期
の
女
性
像
の
韓
換
に
つ
い
て
は
Ｊ
ｏ
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ｎ
　
Ｊ
乱
ｇ
ｅ
｡
　
"
Ｒ
ｅ
-
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ｅ
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ｏ
ｒ
m
　
Ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｏ
ｄ
:
　
P
o
l
i
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i
c
a
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ａ
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Ｃ
ｕ
l
t
ｕ
ｒ
a
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Ｃ
ｈ
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ｎ
ｇ
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i
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Ｌ
ａ
t
ｅ
　
Ｏ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
｡
　
Ｃ
ａ
ｍ
ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
｡
　
Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
.
:

　
　

Ｈ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
t
ｙ
　
Ａ
ｓ
i
a
　
Ｃ
ｅ
ｎ
t
ｅ
ｒ
｡
　
２
０
０
２
を
參
照
。
纏
足
か
ら
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301

　
　

女
學
へ
女
性
の
理
想
像
が
韓
換
し
た
と
の
指
摘
は
洪
郁
如
『
近
代
豪

　
　

湾
女
性
史
』
、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
に
見
え
る
。

（

1
3
4
）

　

新
し
い
女
性
の
創
造
は
不
可
避
的
に
古
い
女
性
の
否
定
を
件
う
。

　
　
　

「
被
害
者
と
し
て
の
女
性
」
イ
メ
ー
ジ
の
起
源
は
戊
戌
維
新
期
に
あ

　
　

る
。
も
ち
ろ
ん
五
四
時
期
の
よ
う
な
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

　
　

が
。

（

1
3
5
）

　

「
勧
中
國
女
子
不
宜
纏
足
」
『
時
務
報
』
二
六
（
光
緒
二
三
年
四

　
　

月
一

　

一
日
）
、
「
中
國
婦
女
宜
戒
纏
足
説
」
『
時
務
報
』
二
八
（
光
緒

　
　

二
三
年
五
月
一
日
）
。

（

1
3
6
）

　

”
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
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Ｎ
Ｃ
Ｈ
.
　
１
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.
１
２
.
１
７
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.
　
６
１
１
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Ｔ
ｈ
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Ｔ
'
ｉ
ｅ
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Ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｈ
ｕ
i
｡
”
　
Ｃ
Ｒ
　
３
０
（
応
召
・
に
）
・
た
だ
し
こ
れ
は
戊
戌
維
新

　
　

期
の
記
録
で
は
な
い
。
戊
戌
維
新
期
に
は
９
ｎ
t
ｒ
a
l
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
　
R
e
l
i
-

　
　

ｇ
ｉ
ｏ
ｕ
ｓ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｃ
t
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
t
ｙ
が
配
布
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
め
る
こ
と

　
　

が
で
き
る

　

（
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Ｓ
ｐ
ｅ
ｅ
ｃ
ｈ
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ｇ
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ｎ
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a
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Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
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Ｒ
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ｉ
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ｉ
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Ｔ
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ｉ
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ｈ
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ｌ
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ａ
t
　
t
ｈ
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Ｒ
ｅ
ｓ
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Ｈ
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ｏ
w
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Ｊ
ａ
ｎ
ｕ
ａ
ｒ
ｙ
　
１
７
亘
１
８
９
８
｡
”

　
　

Ｃ
Ｒ
２
９
（
詰
回
心
）
ら
に
呂
）
。

（

1
3
7
）

　

口
ａ
ｎ
ｇ
　
K
i
-
i
n
の
名
は
董
事
に
見
え
な
い
。
報
道
に
よ
る
か
ぎ
り
、

　
　

彼
は
一
方
的
に
不
纏
足
會
の
現
況
を
報
告
し
、
天
足
會
と
の
事
業
提

　
　

携
を
示
唆
す
る
よ
う
な
登
言
は
な
か
っ
た
。

（

1
3
8
）

　

も
っ
と
も
地
方
に
よ
っ
て
は
雨
者
が
良
好
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は

　
　

あ
り
え
た
。
リ
ト
ル
夫
人
の
お
膝
元
で
あ
る
重
慶
で
維
新
派
が
「
天

　
　

足
楡
會
」
と
あ
た
か
も
天
足
會
の
支
部
の
ご
と
き
名
前
を
つ
け
た
の

　
　

は
そ
の
一
例
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（

1
3
9
）

　

「
衡
山
不
纏
足
會
條
約
」
『
湘
報
』

　

一
一
五
（
光
緒
二
四
年
六
月

　
　

一
日
）
。

（

1
4
0
）
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ｉ
ｏ
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1
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ｉ
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ｖ
o
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Ｒ
｡

ｖ
o
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.
　
　
２
９

　
　

（
ぷ
呂
４
・
ぶ
）
・
こ
の
ほ
か
天
足
會
が
外
交
官
や
商
人
な
ど
外
國
人
祀

　
　

會
で
大
き
な
権
限
を
持
つ
人
々
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
も
中
國
知

　
　

識
人
た
ち
が
そ
こ
で
對
等
に
振
舞
え
な
か
っ
た
原
因
の
一
つ
だ
ろ
う
。

（

1
4
3
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the late Qing｡

　　

One can see ａ certain commonality among the strange “rumors,” whose ａｕ’

thenticitywere not immediately apparent, recorded in the Ｓｈｉ-ｙin-ｚhaiｓhe-bi.This

is that from local bureaucrat on down to peasant farmer, whoever be the chief

actor, there existed ａmanner of tellingtales that recounted that good works could

cause miracles that saved people from disaster. At time when the tremors that

shook Qing rule became obvious even to those in local society, it was unthinkable

that the politicalauthorities might provide ａ method for salvation from the turmoil

and danger facing the general social order. The method for realizing miraculous

salvation which at 趾st glance to be so round-about could only be sought in the ｗⅢ

arising within each individual to perform good deeds. However, in order that good

deeds be linked to salvation,it was believed that the wiU to do good deeds must

be pure and overflow naturally from within the individual｡

　　

Accounts of“rumors” of miracles triggered by good deeds were conveyed by

networks of local elites,and it is thought that at the core of these eliteswere the

educators whose function was to circulate throughtout Sichuan. The narrative of

good deeds triggering miracles recorded in the Shi丿in-ｚhaiｓhe一加reflectsboth the

consciousness of ａdesire for order of the local elite and moral injunction designed

to promote good in local society.

THE NATURAL FOOT SOCIETY AND THE BUCHANZUHUI

Takashima Ｋ6

　　

The liberation from footbinding has previously been treated as ａ part of the

movement for women's liberation.This articlefocuses on the relationshipbetween

the Natural Foot Society 天足會and the Buchanzuhui 不纏足會(ＵｎｂｏｕｎｄFoot

Society), taking an innovative reexamination of the anti-footbinding movement.

Criticism of footbinding had arisen in China as early as the Sung period, but these

early attempts cannot be directlylinked to the anti-footbinding movement in the

Wuxu reform period. The origins of the anti-footbindingmovement can be tracted

to the Buguozuhui 不裏足會(Unclad Foot Association) established by Kang

Youwei康有寫in 1883, but this is likely to have been nothing more than an

agreement among friends. Such attempts were conducted in every region of Chi-

na, but always ended up as an isolated local phenomenon. The direct impetus for

the liberation during the period of the Wuxu reform was the establishment
of the
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Natural Foot Society by Mrs. Archibald Little.The Natural Foot Society (listing-

uished itselffrom the anti-footbindingmovement of the churches by extending its

menbership to those who were not Christians, and spreading itsinfluence especial-

1y on the Chinese intellectuals.The activitiesof the Natural Foot Society were not

particularlymarked by confidence or dynamism, but were ultimately able to obtain

a response from Chinese intellectuals.The Jiechanzuhui 戒纏足會(Restrict Foot-

binding Societies) were formed in Sichuan and Guangdong under the influence of

the Natural Foot Society. Liang Qichao 梁啓超introduced the Restrict Footbind一

面

Shanghai in June, 1897, the anti-footbinding movement of the Chinese took on

added impetus. Although itis clear that the Buchanzuhui was created under the in-

fluence of the Natural Foot Society, but those involved ｍ the movement deliber-

ately concealed that fact. The Chinese men thought the Buchanzuhui as one of the

politicalmeasures to save the country from foreign aggression. It was not some-

thing that could be conducted in concert with foreigners. The foreign ladies of the

Natural Foot Society, in contrast, thought the liberationfrom footbinding as "white

woman's burden."They could not cooperate because they had differentintensions.

Both the reformers and foreign ladies were situated at the periphery in their soci-

ety. They hoped to enhance their politicalpositions through the movement. The

anti-footbindingmovement can be seen as ａ struggle over the undeveloped politic-

al resource, the Chinese women. They fought for themselves rathar than for the

welfare of the Chinese women.

THE NATIONALIST GOVERNMENTﾀＳ POLICY OF ELECTRONIC

　　　　

EDUCATION AND ANTI-JAPANESE ＮＡＴＩＯＮＡＬＩＳＭ：

　　　　　

THE SHIFT FROM “PEOPLE'S ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ”TO

　　　　　　　　　　　

“RESISTANCE ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ”

KiSHI Toshihiko

　　

Movies and radio appeared as new media in Japan and in China under the

Nationalistsin the 1930s. In addition to theirimmediate use as devices for enter-

tainment, commercial advertising, and politicalpropaganda, they were also recog-

nized as valuable media for schools and socialeducation. The pedagogical methods

that used the two media were known as electronically projected-image and

broadcast-sound education. In 1936, prominent figures in the fieldof education de-
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